
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
に
お
け
る
庶
民
院
の
立
場

尾
　
野
　
比
　
左
　
夫

　
【
要
約
】
　
英
国
憲
政
史
上
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
議
会
の
発
達
は
注
醸
す
べ
き
現
象
と
考
え
ら
れ
、
重
要
な
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
本
質
に
つ

い
て
は
立
ち
入
っ
た
考
究
は
存
在
せ
ず
、
問
時
に
ヨ
ー
ク
・
テ
ユ
ー
ダ
…
朝
議
会
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
、
囲
柔
な
解
筈
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
現
状
で

あ
る
。
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
治
世
は
、
一
方
に
お
い
て
封
建
大
貴
族
の
権
力
集
中
し
た
時
期
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
、
テ
ユ
ー
ダ
ー
絶
対
主
義
の
藩
屏
た

る
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
の
発
芽
・
発
展
す
る
時
に
あ
た
り
、
議
会
に
お
い
て
も
、
当
然
か
か
る
薯
情
が
反
映
す
る
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
本
稿
は
右
の
事
情
を
考
慮
し
つ
つ
、
従
来
未
開
拓
な
分
野
で
あ
っ
た
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
議
会
の
本
質
、
ひ
い
て
は
そ
の
ヨ
ー
ク
・
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
議
会

と
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
そ
の
行
程
を
、
e
庶
民
院
と
封
建
大
貴
族
と
の
関
係
－
庶
民
院
の
王
國
統
治
上
に
占
め
る
位
置
、
⇔
議
員
の
社
会

的
基
盤
の
変
化
ー
ジ
エ
ン
ト
リ
層
の
都
市
選
挙
区
へ
の
進
鵬
状
況
、
⇔
第
二
節
と
関
連
し
て
州
・
都
反
魂
嵐
議
員
の
基
盤
の
同
質
性
、
の
三
節
に
分
け
て

検
討
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
四
九
巻
六
号
　
【
九
六
六
年
＝
月
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序

　
英
国
絶
対
主
義
成
立
の
蔚
夜
一
世
紀
間
を
君
臨
し
た
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
・
寂

i
ク
両
朝
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
対
照
的
評
価
の
な
さ
れ
る
の
が
通
例
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ユ
ー
ダ
i
絶
鮒
主
義
の
先
駆
と
評
緬
さ
れ
る
ヨ
t
ク

朝
に
対
し
、
ラ
ン
カ
ス
タ
…
朝
は
、
少
数
の
封
建
大
貴
族
に
よ
る
政
治
支
配
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

王
権
制
限
の
時
代
と
い
う
特
色
を
も
ち
、
こ
れ
は
通
常
門
早
熟
的
立
憲
政
治
」

と
し
て
、
英
国
憲
政
史
上
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ラ
ン

カ
ス
タ
ー
朝
の
「
早
熟
性
」
に
か
ん
す
る
従
来
の
か
か
る
見
解
は
、
具
体
的
に

は
庶
民
院
の
著
し
い
発
達
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
以
て
名
誉
革
命
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
憲
政
の
確
立
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
憲
政
的
価
値
を
有
す
る
と
強
調
、
ヨ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ク
朝
の
「
従
順
議
会
」
的
傾
向
と
対
比
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
庶
民
院
の
著
し
い
発
達
と
は
、
立
法
・
課
税
承

認
の
際
、
庶
飛
院
の
優
位
を
確
立
し
た
こ
と
を
い
う
が
、
そ
の
根
拠
を
な
す

要
素
は
封
建
大
禄
族
の
権
力
に
他
な
ら
ず
、
当
治
世
に
発
達
し
た
他
の
合
議
・

諮
問
機
関
と
同
じ
く
、
庶
民
院
の
発
達
現
象
も
、
彼
ら
封
建
大
貴
族
の
王
國

統
治
に
占
め
る
比
重
の
増
大
と
関
連
し
て
考
察
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
と
こ
ろ
で
、
近
年
、
申
世
庶
民
院
の
社
会
的
基
盤
の
研
究
が
す
す
む
に
と
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も
な
い
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
庶
民
院
の
構
成
に
は
一
種
の
変
化
が
生
じ
た
こ

と
ー
テ
ユ
ー
ダ
i
絶
対
主
義
の
藩
隔
た
る
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
の
庶
畏
院
へ
の
進

出
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
当
朝
に
お
い
て
テ
ユ
…
ダ
…
朝

庶
民
院
の
基
礎
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
く
す
れ
ば
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
・
ヨ
ー
ク
両
朝
庶
民
院
を
対
照
さ
せ
る
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

来
の
晃
解
は
再
考
を
う
な
が
す
必
要
を
生
ず
る
と
と
も
に
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー

朝
庶
民
院
に
お
け
る
「
早
熟
性
」
の
意
義
も
、
周
知
の
評
価
と
は
異
な
っ
た

解
川
釈
・
瀞
評
定
が
な
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
一
方
、
ロ
ス
ケ
ル
、
マ
キ
サ
ッ
ク

に
み
ら
れ
る
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
と
ヨ
…
ク
・
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
庶
民
院
の
社
会

的
基
般
あ
同
質
性
の
説
も
、
議
員
の
停
会
的
基
盤
か
ら
囲
確
化
し
た
に
と
ど

ま
り
、
更
に
庶
民
院
の
性
格
を
ー
ー
庶
罠
院
と
社
会
構
成
と
の
関
連
を
深
く

追
求
す
る
に
は
い
た
つ
て
い
な
い
。

　
で
は
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
庶
民
院
は
如
何
な
る
性
絡
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

か
。
そ
の
「
早
熟
性
」
と
は
如
何
に
解
す
れ
ば
よ
い
か
。

　
本
稿
は
、
右
の
問
題
を
解
決
す
る
企
図
の
下
、
か
く
発
達
し
た
と
さ
れ
る

当
朝
庶
民
院
の
位
置
（
王
国
統
治
上
に
占
め
る
）
を
、
封
建
貴
族
と
の
政
治

的
関
係
を
通
じ
て
究
明
し
、
更
に
議
員
構
成
の
変
化
を
当
時
の
社
会
的
背
景

と
の
関
連
に
お
い
て
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー

朝
庶
民
院
の
本
質
、
ヨ
ー
ク
朝
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
①
》
母
巳
。
。
℃
ρ
切
‘
勾
㊦
滋
・
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巴
ξ
■
ω
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母
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露
Φ
び
O
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＆
噸
ξ
幽
蜀
。
ユ
①
ω
。
器
舅
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O
o
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⑦
諺
勲
コ
8
9
国
コ
σ
q
冨
昌
9
0
訟
o
a
’
一
G
◎
o
◎
9

③
大
野
真
弓
「
イ
ギ
リ
ス
絶
対
虫
義
の
先
駆
」
（
『
横
浜
大
学
論
叢
』
第
六
巻
三
・

　
四
合
併
号
）
。

④
学
説
史
的
に
み
れ
ば
、
ヨ
ー
ク
・
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
に
対
比
し
て
ラ
ン
カ
ス
タ
ー

　
朝
の
憲
政
的
意
義
を
強
講
ず
る
見
解
は
、
名
潜
革
命
以
来
一
世
紀
以
上
に
わ
た
っ

　
て
英
国
憲
政
史
学
の
主
流
を
な
し
て
き
た
ホ
イ
ッ
グ
史
家
の
流
れ
を
く
む
弟
b
の
が

　
主
張
し
、
ス
タ
ブ
ズ
、
　
ハ
ラ
ム
、
ア
ダ
ム
ズ
、
プ
ラ
マ
ー
等
が
こ
れ
に
属
す
る
。

⑤
こ
の
研
究
は
μ
ス
ケ
ル
、
マ
キ
サ
ヅ
ク
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
Ω
・
緊
。
。
，
｝
＾
亀
・

　
り
ω
二
8
ぎ
9
遷
き
ロ
ω
ぎ
芸
¢
弓
錠
冨
ヨ
魯
げ
し
霧
8
宝
島
ハ
討
p
。
ぎ
寓
二

　
月
9
三
雲
島
”
導
。
簿
俘
蔓
罰
。
賢
。
ω
窪
三
重
魯
9
夢
。
国
お
一
μ
ω
劉
ご
ゴ
。
さ
護
密

　
儒
ロ
ニ
詳
σ
q
け
び
。
野
飼
巳
。
諺
u
q
o
ω
”
δ
ら
。
N
・

⑥
英
圏
憲
政
史
家
の
闘
で
は
、
～
九
世
紀
末
以
後
、
従
来
の
ホ
イ
ッ
グ
史
家
に
た

　
い
し
て
台
頭
し
て
き
た
ト
ー
り
1
史
家
が
、
種
々
の
角
度
か
ら
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー

　
朝
獣
民
院
に
た
い
す
る
過
大
な
憲
政
的
評
価
を
批
判
し
、
と
く
に
社
会
携
戒
の
面

　
か
ら
す
る
と
、
そ
の
本
質
の
一
端
は
む
し
ろ
ヨ
ー
ク
・
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
へ
の
連
続

　
性
を
示
し
う
る
も
の
（
明
確
に
荊
春
の
間
の
連
続
性
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は

　
な
い
が
）
と
み
て
い
る
。
こ
の
見
解
の
代
褒
者
は
、
上
記
の
ロ
ス
ケ
ル
、
マ
キ
サ

　
ッ
ク
の
他
、
ジ
ョ
リ
フ
、
ク
ラ
イ
ム
ズ
、
ピ
ク
ソ
ー
ソ
等
が
あ
る
。
な
お
ホ
イ
ヅ

　
グ
、
ト
ー
リ
ー
荊
史
家
の
説
を
紹
介
す
る
こ
と
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。

二

ま
ず
、
庶
民
院
と
封
建
大
貴
族
と
の
政
治
的
関
係
か
ら
み
る
。

英
周
に
お
い
て
、
庶
民
院
が
成
立
す
る
の
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
治
世
、
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ランカスター朝における庶罠院の立場（羅野）

二
二
三
〇
年
代
、
州
選
出
の
騎
士
と
都
市
代
蓑
の
市
民
が
協
議
し
て
以
来
の

　
　
　
　
①

こ
と
と
さ
れ
、
そ
の
後
一
四
批
紀
の
問
に
一
つ
の
独
立
し
た
政
治
機
関
と
し

て
順
調
な
発
展
を
と
げ
て
い
る
が
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
治
世
に
な
る
と
、
封

建
貴
族
の
権
力
集
中
、
王
権
の
弱
体
化
に
と
も
な
う
合
議
・
諮
問
機
関
の
権

　
　
②

限
強
化
と
関
連
し
て
、
議
会
の
特
権
、
権
能
も
著
し
く
発
達
、
　
こ
こ
に
庶

民
院
の
基
礎
が
き
ず
か
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
治
世
成
立
し
た
庶
民
院
の

特
権
・
機
能
の
主
な
も
の
は
e
討
論
の
自
由
の
確
立
、
㊤
議
会
の
開
催
中
、

議
員
は
逮
捕
さ
れ
な
い
こ
と
、
的
課
税
先
議
権
（
貴
族
院
に
た
い
し
）
、
㈱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

財
政
支
出
の
権
限
、
㊧
立
法
に
お
け
る
主
導
権
の
確
立
の
五
つ
で
あ
る
が
、

こ
の
中
、
序
文
で
も
ふ
れ
た
ご
と
く
、
課
税
先
議
権
と
請
願
審
議
・
立
法
権

が
と
く
に
注
騒
す
べ
き
現
象
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
二
大

特
権
を
中
心
に
封
建
大
貴
族
と
の
関
係
を
検
討
し
よ
う
。

　
（
一
）
課
税
一
そ
も
そ
も
、
ラ
ン
カ
ス
タ
…
朝
に
お
け
る
庶
民
院
発
達
の

理
由
は
、
上
述
し
た
ご
と
く
、
封
建
大
貴
族
に
よ
る
王
権
制
限
の
事
実
が
挙

げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
、
重
要
な
要
素
と
な
る
も
の
が
、
王
国
財
政
の
窮
乏

な
る
事
態
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
王
国
財
政
の
窮
乏
は
郵
建
大

貴
族
に
借
款
を
求
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
借
款
の
担
保
及
び
臨
時
税
、
換
言

す
れ
ば
財
政
を
庶
畏
院
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
当
然
、
庶
民
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
発
達
を
一
層
促
進
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
元
来
、
議
会
の
成
立
・
発
達
審
象
は
、
課
税
の
問
題
と
密
接
な
関
係
を
有

し
て
お
り
、
中
世
の
英
国
に
あ
っ
て
は
、
関
税
一
補
助
関
税
、
俗
人
の
十

分
の
一
税
・
十
五
分
の
一
更
が
議
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
租
税
で
あ
っ
た
。

し
か
し
一
四
世
紀
に
は
、
貴
族
院
・
庶
民
院
が
央
々
刷
欄
に
審
議
・
承
認
し

て
い
た
が
、
一
三
九
五
年
以
来
、
庶
罠
院
が
貴
族
院
の
助
言
と
同
意
を
得
て

課
税
を
承
認
す
る
慣
行
が
つ
く
ら
れ
、
こ
れ
は
一
四
〇
七
年
の
議
会
で
再
確

　
　
　
⑤

認
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
に
お
い
て
は
国
王
が
三
訂
資
金
の
徴
達
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ヴ
ソ
ン
ル

必
要
と
す
る
場
合
、
国
王
は
ま
ず
諮
問
会
議
（
宗
教
・
聖
俗
貴
族
、
王
国
統

治
機
関
の
高
級
官
吏
に
よ
り
構
成
、
場
合
に
よ
っ
て
は
有
力
な
騎
士
層
も
参

加
）
の
同
意
を
求
め
る
　
　
換
言
す
れ
ば
諜
税
を
必
要
と
す
る
政
策
は
主
と

し
て
諮
問
会
議
で
協
議
す
る
；
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
る
後
庶
民
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
該
当
課
税
の
承
認
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
恥
の
借
款
を
供
与

し
た
大
貴
族
が
担
保
と
し
て
課
税
承
認
を
求
め
た
例
も
少
な
く
な
い
。

　
今
こ
れ
ら
の
状
況
を
み
る
た
め
、
二
、
露
の
議
会
に
お
け
る
課
税
を
例
に

挙
げ
る
と
。

　
ヘ
ン
リ
ー
四
世
の
第
一
一
議
会
（
一
四
〇
一
年
）
。
　
一
三
九
九
年
、
ラ
ン
カ

ス
タ
ー
朝
の
成
立
以
来
、
王
国
財
政
は
困
窮
し
て
い
た
が
、
つ
い
に
対
フ
ラ

ン
ス
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ウ
エ
ー
ル
ズ
帖
鱗
争
資
金
微
達
の
た
め
、
第
二
議

会
の
開
催
を
み
る
に
い
た
り
、
こ
こ
で
、
ト
ン
税
．
ポ
ン
ド
税
〔
ブ
ド
一
丁

一
ト
ン
に
つ
き
ニ
シ
リ
ン
グ
、
　
一
般
商
罫
書
ペ
ン
ス
の
率
〕
の
二
年
間
徴
取
、
107 （927）



十
分
の
一
税
・
十
五
分
の
一
税
が
承
認
さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
さ
き
、
　
一
四
〇

〇
年
に
諮
問
会
議
が
開
か
れ
、
貴
族
の
軍
役
提
供
と
と
も
に
、
資
金
徴
募
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

同
意
が
国
王
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ヘ
ン
リ
ー
五
世
の
第
五
議
会
（
一
四
一
五
…
一
六
年
）
。
対
手
戦
争
の
再
発

に
直
面
し
て
、
一
四
一
五
年
四
月
中
旬
、
王
の
遠
征
期
聞
申
に
お
け
る
国
内

統
治
・
防
衛
・
軍
隊
給
与
の
問
題
等
を
討
議
す
る
た
め
、
諮
問
会
議
が
開
催
さ

れ
、
こ
こ
で
政
策
的
諸
事
項
の
決
定
を
み
た
。
そ
し
て
課
税
の
必
要
に
あ
た

り
、
十
一
月
、
議
会
の
召
集
が
行
な
わ
れ
、
同
年
の
会
期
中
に
、
補
助
関
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
終
身
通
用
、
二
つ
の
十
分
の
一
税
。
十
五
分
の
一
溜
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。

　
ヘ
ソ
リ
…
五
世
の
第
六
議
会
（
一
四
一
六
年
）
。
十
月
一
九
日
、
ウ
ェ
ス

ト
ミ
ン
ス
タ
ー
で
開
催
、
二
つ
の
十
分
の
一
千
・
十
五
分
の
一
心
を
承
認
す

る
が
、
こ
の
中
、
一
ヵ
二
分
の
一
は
翌
年
の
二
月
二
日
に
、
残
り
の
二
分
の

一
は
一
七
年
十
一
月
十
一
臼
に
微
収
さ
る
べ
き
こ
と
を
決
定
し
た
。
な
お
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

族
は
、
こ
の
二
つ
の
特
別
税
を
担
保
に
国
王
に
資
金
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ン
リ
ー
六
世
の
第
七
議
会
　
（
一
四
三
一
年
）
。
嘉
面
の
対
外
・
国
内
問

題
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
十
分
の
一
価
・
十
五
分
の
一
三

（
三
一
年
十
一
月
徴
収
）
、
三
分
の
一
の
同
税
（
三
二
年
九
月
期
徴
収
）
、
特

殊
税
（
土
地
課
税
一
騎
士
及
び
借
地
人
、
年
収
二
〇
ポ
ン
ド
に
つ
き
二
〇
シ

リ
ン
グ
、
三
一
年
六
月
二
五
臼
納
入
）
、
羊
毛
町
税
、
ト
ン
税
、
ポ
ン
ド
税

の
延
長
・
更
新
と
多
く
の
大
幅
借
款
の
返
済
と
、
同
時
に
新
し
く
借
入
す
る

に
必
要
な
康
保
資
金
の
た
め
に
な
さ
れ
た
、
そ
し
て
当
議
会
の
開
会
・
議
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
ジ
ナ
ル

行
程
は
主
に
政
府
へ
の
最
大
債
権
者
た
る
大
宗
教
貴
族
ポ
ウ
フ
ァ
ト
枢
機
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
密
接
な
蘭
係
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ソ
リ
…
六
世
の
第
十
議
会
（
一
四
三
五
年
）
。
対
フ
ラ
ン
ス
・
ブ
ル
グ

ン
ド
関
係
の
悪
化
に
と
も
な
い
、
三
四
年
四
月
宋
に
諮
問
会
議
が
召
集
さ
れ
、

戦
争
政
策
の
討
議
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
戦
争
政
策
の
推
進
に
あ
た

り
、
四
八
、
○
○
○
～
五
〇
、
○
○
○
ポ
ン
ド
の
費
用
の
必
要
性
、
及
び
こ

の
金
額
の
徴
達
の
困
難
さ
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
の
後
漸
次
、
戦
争
準
備
が

す
す
む
に
つ
れ
、
各
有
力
貴
族
が
王
の
財
産
、
議
会
の
十
分
の
一
義
・
十
五

分
の
一
税
な
ど
を
撞
保
に
資
金
の
融
通
を
は
か
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
事
態

に
も
と
づ
き
、
翌
三
五
年
十
月
、
議
会
が
覇
か
れ
、
十
分
置
一
税
・
十
五
分

一
の
税
（
以
前
よ
り
四
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
減
）
、
及
び
羊
毛
税
、
　
ト
ン
税
・
ポ

ン
ド
税
の
一
年
間
徴
収
、
更
に
自
由
膿
罠
・
宜
吏
へ
の
累
進
諜
税
（
年
収
五

～
一
〇
〇
ポ
ン
ド
は
、
一
ポ
ン
ド
に
つ
き
穴
ペ
ン
ス
、
年
収
一
〇
〇
～
四
〇

〇
ポ
ン
ド
は
一
ポ
ン
ド
に
っ
き
八
ペ
ン
ス
、
四
〇
〇
ポ
ン
ド
以
上
は
一
ポ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ド
に
つ
き
三
シ
リ
ン
グ
）
が
承
動
鱒
さ
れ
た
。

　
（
二
）
請
願
審
議
1
1
立
法
権
－
従
来
よ
り
法
律
は
多
少
と
も
請
願
に
も
と

ず
い
て
制
定
さ
れ
て
い
た
が
、
完
成
し
た
法
律
は
し
ば
し
ば
請
願
の
内
容
と

は
異
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
ヘ
ン
リ
ー
四
世
以
来
、
議
会
と
関
係
の
な
い
法

律
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
つ
い
に
一
四
一
四
年
の
議
会
に
お
い
て
ヘ
ン
リ

le8 （928＞



ランカスター朝における庶民院の立場（腱野）

1
五
世
は
、
「
請
願
に
は
何
も
附
加
し
な
い
く
王
は
宗
教
貴
族
・
世
俗
蟹
族
・

庶
民
院
の
嗣
意
を
得
て
…
…
V
」
の
誓
約
を
行
な
い
、
法
律
は
請
願
に
も
と

づ
い
て
制
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
右
手
の
ヘ
ソ
リ
…
五

世
の
誓
約
に
も
あ
る
ご
と
く
、
貴
族
の
同
意
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
請
願
は
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

律
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
実
例
を
ヘ
ソ
リ
…
六
世
の
第
一
議

会
（
一
四
二
二
年
）
に
つ
い
て
み
よ
う
。
提
出
さ
れ
た
六
つ
の
請
願
の
中
、

修
正
さ
れ
ず
そ
の
ま
ま
の
形
で
通
過
し
た
案
件
は
一
件
の
み
、
他
の
四
件
は

修
正
の
形
で
も
っ
て
法
徳
と
な
り
、
あ
と
の
一
件
は
完
全
な
否
決
の
う
き
め

に
あ
っ
た
。
　
一
方
、
貴
族
が
諮
問
会
議
で
討
議
し
承
認
し
た
五
つ
の
案
件
に

つ
い
て
は
、
庶
画
院
に
お
く
ら
れ
、
こ
こ
で
審
議
さ
れ
た
が
、
第
一
件
に
つ

い
れ
は
庶
民
院
が
修
正
を
希
望
、
こ
の
修
正
は
聖
篭
の
承
認
を
得
て
実
施
さ

　
　
　
　
　
　
⑬

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
三
）
国
事
行
為
…
こ
れ
は
王
と
貴
族
、
と
く
に
諮
問
会
議
の
管
轄
に
属

し
、
庶
民
院
は
あ
ま
り
関
与
し
な
か
っ
た
。
勿
論
、
形
式
上
は
、
国
王
の
即

位
に
お
け
る
議
会
の
承
認
、
対
外
政
策
・
宗
教
・
経
済
問
題
等
国
家
の
重
要

施
策
に
関
す
る
議
会
の
協
議
権
は
存
し
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
し
ば
し
ば

無
視
さ
れ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
対
外
問
題
に
つ
い
て
実
例
を
挙
げ
る

と
、
一
四
三
一
年
の
ト
ロ
ワ
条
約
の
改
訂
交
渉
か
ら
庶
民
院
は
除
外
さ
れ
て

い
る
し
、
ま
た
、
対
外
関
係
の
重
大
時
に
開
か
れ
た
一
四
三
九
、
四
四
、
四

七
年
の
議
会
に
お
い
て
は
筆
写
の
辞
の
中
で
さ
え
、
こ
の
宿
題
に
か
ん
す
る

　
　
　
　
　
　
　
⑭

言
及
は
み
ら
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
治
世
に
あ
っ
て
は
、
王
國
の
統
治
・
政

策
は
大
貴
族
の
主
導
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
庶
民
院
も
こ
れ
ら
大
貴
族
の
敷

策
反
映
の
一
舞
台
と
し
て
活
躍
し
た
と
い
え
る
。
今
、
こ
の
状
況
に
つ
い
て
、

ヘ
ン
リ
ー
六
世
の
第
九
議
会
（
一
四
三
三
年
）
を
呉
体
例
に
挙
げ
て
検
討
す

る
。　

こ
の
議
会
は
、
嶺
爾
せ
る
財
政
窮
迫
に
た
い
し
て
財
務
長
富
の
交
代
ー

ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
卿
の
任
命
、
彼
に
よ
る
財
政
白
書
（
羅
馬
予
算
案
）
の
提
出

－
財
政
危
機
の
訴
え
な
ど
種
々
の
財
致
難
克
服
策
を
う
ち
だ
七
た
が
、
か

か
る
対
策
・
処
置
は
、
対
仏
遠
征
軍
司
令
宮
と
し
て
勢
力
の
あ
っ
た
有
力
貴

族
ベ
ド
フ
ォ
…
ド
公
（
先
述
の
ボ
ウ
フ
ァ
ト
枢
機
卿
、
摂
政
グ
ロ
ス
タ
…
公

と
と
も
に
最
大
の
政
治
勢
力
を
も
2
二
大
貴
族
の
一
入
）
の
計
画
・
指
導
の

も
と
に
行
な
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
ペ
ド
フ
ォ
ー
ド
公
は
、
駐
仏
軍
隊
の
増
派
．

を
必
要
と
み
な
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
に
は
政
府
高
宮
、
就
中
、
財
務
長
官

の
協
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
当
時
の
財
政
窮

迫
を
理
由
に
、
ス
ク
ル
ー
プ
財
務
長
官
に
責
任
を
と
ら
せ
て
彼
を
免
職
し
、

財
務
專
門
家
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
卿
の
長
官
任
命
を
演
出
す
る
。
つ
い
で
公
は
新

長
官
と
の
協
力
に
お
い
て
駐
仏
軍
隊
増
派
の
た
め
の
資
金
を
得
ん
と
努
力
す

る
が
、
具
体
的
に
は
、
王
国
財
政
の
本
質
・
実
体
を
調
査
さ
せ
、
財
政
白
書

の
作
成
、
議
会
へ
の
提
出
を
行
な
わ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ク
質
ム
ウ
エ
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ル
長
官
が
財
政
白
書
を
議
会
に
提
出
し
て
財
政
危
機
を
う
ワ
た
え
、
各
界
の

協
力
を
求
め
た
の
は
、
実
は
か
か
る
事
情
が
根
底
に
存
し
た
か
ら
で
あ
る
。

更
に
公
の
摺
足
は
、
各
政
府
高
官
・
官
吏
給
与
引
下
げ
の
実
現
に
も
お
よ
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

貴
族
の
協
力
を
得
て
微
底
的
な
財
政
節
減
の
努
力
が
な
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　
で
は
庶
民
院
は
こ
れ
ら
大
貴
族
に
絶
対
的
に
服
従
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

否
、
大
貴
族
は
政
策
を
遂
行
す
る
際
、
財
源
確
保
の
点
か
ら
も
、
ま
た
彼
ら

輿
身
、
王
国
へ
貸
付
を
行
な
う
面
か
ら
も
庶
民
院
の
協
力
が
必
要
で
あ
り
、

従
っ
て
庶
民
院
は
全
面
的
に
貴
族
の
致
策
・
方
針
に
従
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
上
述
し
た
一
四
二
二
年
の
議
会
（
請
願
審
議
の
揚
合
）
を
み
て

も
閣
ら
か
で
あ
る
が
、
更
に
詳
細
に
庶
民
院
の
立
場
を
追
求
す
る
た
め
、
上

述
の
一
四
一
二
三
年
の
議
会
を
再
度
と
り
あ
げ
る
。

　
七
月
開
会
さ
れ
た
議
会
は
一
暁
休
会
の
の
ち
、
十
月
に
再
開
さ
れ
た
が
、

こ
の
と
き
貴
族
は
、
財
政
に
か
ん
す
る
討
議
を
要
請
、
し
か
る
に
庶
罠
院
は

経
常
支
出
以
外
の
如
何
な
る
財
政
支
出
の
計
画
も
示
さ
ず
、
逆
に
議
題
を
豪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ロ
　
　
ヤ

議
会
の
最
初
の
事
項
i
裁
判
所
の
内
外
に
お
い
て
有
力
貴
族
が
罪
人
を
支

持
す
る
問
題
に
転
換
、
や
む
な
く
貴
族
も
こ
れ
に
同
意
、
貴
族
は
か
か
る
罪

人
抑
圧
に
た
い
す
る
す
で
に
糞
た
れ
て
い
た
規
約
の
遵
守
す
る
の
を
容
認
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
つ
い
で
庶
民
院
は
、
ベ
ド
フ
ォ
；
ド
公
の
戦
争
推
進

策
を
牽
制
し
、
公
が
国
内
統
治
に
勢
力
を
集
中
す
る
よ
う
提
案
、
こ
の
案
は

認
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
、
公
は
上
述
し
た
高
級
官
職
の

給
与
引
下
げ
（
嵐
ら
の
分
も
含
む
V
に
努
力
を
は
ら
い
、
彼
の
本
来
の
目
塗

達
成
の
素
地
を
き
ず
か
ん
と
す
る
が
、
庶
民
院
は
、
か
か
る
ベ
ド
フ
ォ
ー
ド

公
を
中
心
と
す
る
大
貴
族
の
財
政
節
減
i
そ
れ
と
関
連
し
て
財
政
危
機
を

訴
え
る
一
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
課
税
の
拡
大
を
踏
曝
し
、
よ
う
や
く
一
つ

の
十
分
の
一
覧
・
十
五
分
の
一
税
（
た
だ
し
四
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
減
）
を
、
そ

し
て
羊
毛
関
税
、
ト
ソ
税
、
ポ
ン
ド
税
の
三
七
年
ま
で
の
延
長
・
更
漸
を
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

湿
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
以
上
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
治
世
に
お
け
る
庶
民
院
と
封
建
大
貴
族
の
政
治

的
関
係
を
検
討
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
朝
庶
民
院
の
政
治
面
に
占
め
る
立
場

は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
貴
族
の
庶
民
院
に
た
い
す
る
政
治
的
作

用
は
強
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
畏
族
的
支
配
の
枠
内
に
お
い
て
で
は
あ
る

が
、
庶
民
院
自
体
の
独
自
性
も
、
こ
こ
に
認
め
ら
れ
た
次
第
で
あ
る
。
し
か

ら
ば
、
何
故
、
庶
民
院
は
全
面
的
に
は
貴
族
の
意
向
に
従
わ
ず
、
或
程
度
の

独
自
性
を
保
ち
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
庶
民
院
議
員
の
本
質
に
変
化
が

生
じ
た
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
従
っ
て
次
に
、
か
か
る
議
員
の
本
質
の
変
化
現

象
に
つ
い
て
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
①
　
冒
一
一
漆
ρ
｝
ゆ
轡
》
こ
8
冨
O
o
ロ
m
菖
窪
¢
§
巴
踏
一
ω
8
蔓
o
h
窯
。
巳
。
選
一

　
　
国
口
σ
q
一
露
9
お
鴛
．
や
ω
ま
●

　
②
　
一
般
に
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
は
王
権
が
弱
体
で
、
大
費
族
の
支
配
し
た
時
代
と
い

　
　
わ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
の
｛
つ
に
、
ラ
ソ
カ
ン
タ
ー
朝
の
開
祖
ヘ
ン
リ
ー
蓋
世
の
政

　
権
獲
得
手
段
が
非
合
法
－
前
王
リ
チ
ャ
ー
ド
ニ
世
の
王
位
を
纂
奪
1
で
あ
り
、
即
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ランカスター朝における庶斑院の立場（尾野）

　
位
に
あ
た
っ
て
大
貴
族
の
強
力
な
援
助
を
う
け
た
事
実
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来

　
る
。
従
っ
て
成
立
当
初
よ
り
、
大
竃
族
の
政
治
に
介
入
す
る
比
重
は
大
き
く
、
そ

　
の
た
め
統
治
機
関
と
し
て
の
合
議
機
関
が
著
し
く
発
達
、
王
国
統
治
は
こ
れ
ら
の

　
政
治
機
関
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
特
徴
は
、
一
三
九
九
年
一
〇
月
六
日
開

　
催
さ
れ
た
ヘ
ン
リ
ー
四
望
の
第
一
議
会
に
お
け
る
ト
マ
ス
・
ア
ラ
ン
デ
ル
大
司
教

　
の
演
説
の
中
に
早
速
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
王
撰
の
統
治

　
は
、
王
自
身
の
意
志
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
最
も
す
ぐ
れ
た
思
慮
深
い
人
々
の
栢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
談
・
忠
告
・
同
意
に
も
と
ず
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ム

　
マ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
梢
談
・
忠
告
・
同
意
を
行
な
う
政
治
機
関
と
し
て
e
娼
ユ
〈
嘱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊
．

　
O
o
篇
旨
。
嵩
⇔
O
話
暮
O
o
謹
三
二
⇔
勺
9
証
幣
ヨ
㊦
馨
の
ゴ
一
部
門
を
挙
げ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ウ
　
ン
　
シ
　
た

　
が
、
ラ
ソ
カ
ス
タ
…
朝
に
お
け
る
実
際
の
行
政
は
主
に
諮
問
会
議
を
通
じ
て
行
な

　
わ
れ
、
　
（
O
お
簿
O
o
β
嵩
。
峯
で
討
議
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
）
こ
れ
が
統
治
機
関

　
の
中
で
最
も
重
要
と
み
ら
れ
た
。
議
会
は
審
議
・
立
法
・
課
税
承
認
を
と
り
あ
っ
か

　
う
最
高
の
憲
政
機
関
と
し
て
の
位
慰
を
確
立
す
る
。
℃
鼠
く
曳
O
o
ロ
臣
。
芦
○
お
馨

　
O
o
¢
旨
鉾
O
o
ロ
居
講
の
分
析
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

　
＊
図
恥
旨
㎝
9
ざ
｝
■
鵠
‘
い
碧
回
。
器
峠
賃
p
コ
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網
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酔
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Φ
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．
〈
o
H
押
や
一
・

　
ω
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擁
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0
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搾
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曙
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国
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σ
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蜀
昌
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0
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一
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＜
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H
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や
謀
．
℃
写
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④
畦
噛
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ω
o
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O
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¢
讐
ρ
鵠
8
0
団
国
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霞
昌
9
一
8
①
’
や
A
「
冒
葭
識
。
層
。
や
9
釣
閣
や
幽
。
。
c
。
’

③
跨
雷
害
讐
。
や
簿
こ
℃
』
・
。
・
。
●

④
　
国
家
財
政
に
お
け
る
借
款
〈
封
建
大
貴
族
か
ら
の
〉
と
臨
時
税
と
の
関
係
は
、

　
拙
稿
「
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
期
に
お
け
る
財
政
危
機
の
一
要
因
」
（
『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム

　
清
心
女
子
大
学
紀
要
』
第
2
号
）
に
て
証
明
し
た
。

⑤
｝
9
塞
二
。
℃
．
鼻
二
電
』
・
。
直
歩
ω
g
σ
σ
p
。
℃
．
鼻
ニ
ワ
Φ
。
。
＝
四
〇
七

　
年
の
議
会
に
お
い
て
ヘ
ン
リ
ー
四
五
の
約
し
た
庶
民
院
の
課
税
先
議
権
に
か
ん
す

　
る
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
…
…
費
族
院
も
庶
民
院
も
夫
々
の
院
で
討
議
ま

　
た
は
承
認
し
た
如
何
な
る
課
税
に
つ
い
て
も
、
両
院
が
…
致
し
た
承
認
を
与
え
る

　
ま
で
眼
王
に
報
告
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
て
再
勝
一
致
の
の
ち
㌔
は
じ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
庶
民
院
議
長
が
国
王
に
報
告
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…
」
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ω
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冨
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男
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黛
け
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O
駆
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零
l
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男
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ω
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｝
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ド
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切
欝
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爵
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閃
g
冨
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℃
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ω
契
・
。
℃
■
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搾
い
懇
誌
。
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㎝
ふ
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ω
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目
お
男
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陥
夢
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国
蓉
ぎ
ρ
器
斜
一
巽
狸
藻
Q
。
㎝
曽
ド
リ
課
層
勺
ワ
μ
謡
－
伊

⑪
菊
㊤
§
器
ざ
。
℃
二
署
．
ま
？
ご
ミ
。
。
φ
図
。
。
・
冨
鐸
。
や
9
葎
こ
や
H
G
。
メ
ス
テ

　
イ
ー
ル
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
本
期
の
財
政
収
入
総
額
一
〇
四
、
五
七
九
ポ
ン
ド
三

　
シ
リ
ン
グ
六
ケ
ニ
分
ノ
ー
ペ
ン
ス
の
中
、
借
入
金
は
三
一
瓢
、
．
三
闘
一
ポ
ン
ド
を
数

　
え
る
が
、
融
資
者
の
内
分
は
、
上
記
借
入
金
の
烹
分
の
二
は
二
月
十
五
臼
に
ボ
ウ

　
フ
ァ
ト
枢
機
卿
が
、
ま
た
三
月
＋
五
目
に
サ
マ
セ
ッ
ト
伯
が
四
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
と

　
な
っ
て
い
る
。

⑫
》
匿
墓
冒
。
℃
．
鼻
こ
唱
b
雪
旨
旦
茜
ρ
。
や
。
登
繕
誌
ミ
ー
。
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9
智
8
ダ
国
’

　
哨
二
門
蕃
男
罵
庁
の
。
β
夢
O
o
馨
罎
ざ
囲
の
①
r
や
お
㊤
乙
鳶
一
。
磐
。
℃
ヴ
。
屋
。
質
欝

　
窯
留
。
財
僧
上
、
o
や
。
搾
層
℃
・
b
。
①
㎝
．

⑬
芝
穿
ヨ
8
芦
ご
ゴ
‘
0
8
ω
識
け
馨
δ
ロ
銑
霞
。
・
ぎ
蔓
。
囲
国
£
一
§
α
ぎ
芸
①

　
司
賦
＄
o
諮
夢
O
o
馨
目
円
石
．
お
㊤
ゆ
1
置
。
。
伊
ド
リ
①
野
唱
●
笛
。
。
9
六
つ
の
議
員
諮
…
瀬
の
中
、

　
修
正
な
し
に
可
決
さ
れ
た
の
は
、
ヘ
ン
リ
ー
賜
、
五
世
時
代
に
認
め
ら
れ
た
官
職

　
の
終
身
適
用
・
給
与
規
定
の
特
権
を
再
保
証
す
る
三
号
で
あ
り
、
一
方
完
全
に
否
決

　
　
　
　
　
　
　
ヨ
モ
ァ
ロ
ロ
ま

　
さ
れ
た
請
願
は
、
普
逓
法
へ
申
し
立
て
す
べ
き
種
類
の
訴
訟
は
最
初
に
諮
問
会
議
、
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チ
ヤ
　
ソ
　
ス
ジ
コ

　
大
法
密
庁
が
関
与
し
な
い
こ
と
を
立
法
化
す
る
要
講
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
部
修
正

　
を
も
っ
て
可
．
決
さ
れ
た
も
の
の
中
、
最
も
璽
要
と
思
わ
れ
る
実
例
を
一
つ
挙
げ
る

　
と
、
そ
れ
は
庶
毘
院
に
お
け
る
商
人
ス
テ
ー
プ
ラ
ー
ズ
の
講
願
で
、
ス
テ
ー
プ
ル

　
諸
特
権
の
確
認
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
認
可
さ
れ
た
が
、
た
だ
、

　
訴
訟
に
お
け
る
ス
テ
ー
プ
ル
独
自
の
執
行
行
為
へ
の
要
請
は
否
決
の
う
き
め
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゾ
リ
ヴ
イ
ま
ゆ
シ
ニ
ル

　
い
、
訴
訟
の
管
轄
は
旧
来
逓
り
王
璽
下
に
お
か
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
庶
民
院
の
請
願
を
み
て
も
曝
ら
か
な
よ
う
に
、
藷
願
が
そ
の
ま
ま
立
法
化

　
し
た
の
は
、
王
國
統
治
機
構
の
権
隈
（
貴
族
が
関
与
）
に
澄
接
関
係
な
い
も
の
に

　
限
ら
れ
、
裁
判
等
統
治
の
中
枢
機
闘
へ
の
関
与
・
権
…
限
委
譲
の
要
求
は
否
決
さ
れ

　
た
の
で
あ
る
。

⑭
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Φ
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一
m
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▼
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叶
こ
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1
ρ

⑯
　
閑
餌
日
。
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9
♪
ざ
。
や
。
一
搾
こ
勺
や
濫
駐
占
。

三

　
当
朝
に
お
け
る
庶
罠
院
議
員
の
本
質
の
変
化
は
、
具
体
的
に
は
（
一
）
庶

民
院
議
員
の
背
景
の
一
つ
た
る
騎
士
層
と
貴
族
と
の
主
従
関
係
の
変
化
、

（一．

@）

亦
ｩ
庶
民
院
に
お
け
る
議
員
構
成
の
性
格
・
桂
会
的
基
盤
の
変
化
が

考
え
ら
れ
る
故
、
本
節
で
は
こ
れ
ら
の
現
象
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

　
（
一
）
貴
族
と
騎
士
の
相
対
的
勢
力
。

　
中
世
英
国
に
お
け
る
庶
毘
院
議
員
の
構
成
基
盤
は
、
弼
選
挙
鼠
の
騎
士
層

と
都
市
の
市
域
の
二
種
類
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
庶
民
院
で
政
治
的
優
勢
を

ほ
こ
っ
た
の
は
、
下
級
封
建
領
主
た
る
騎
士
層
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
は
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

世
紀
に
お
い
て
も
変
ら
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
当
期
に
な
る
と
、
か
か
る
騎

士
層
と
そ
の
背
景
に
あ
る
上
級
貴
族
と
の
主
従
関
係
の
本
質
が
、
従
来
の
封

建
的
主
従
関
係
か
ら
貨
幣
給
付
を
媒
介
と
す
る
新
し
い
主
従
関
係
に
変
化
す

る
も
の
が
生
じ
、
こ
の
特
質
を
中
心
と
す
る
祉
会
的
状
況
が
庶
民
院
の
う
ご

き
に
も
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

門
ピ
d
霧
霞
a
男
①
巳
饒
ω
ヨ
」
考
に
て
考
察
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
、

貴
族
と
騎
士
層
の
相
対
的
勢
力
を
二
つ
の
分
野
一
①
貴
族
・
騎
士
の
財
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（
的
基
盤
）
、
②
選
挙
に
お
け
る
貴
族
の
影
響
力
i
か
ら
検
討
す
る
に
と

ど
め
る
。

　
①
貴
族
と
騎
士
の
財
政

◎
貴
族
の
収
入
1
一
一
五
世
紀
前
半
期
に
貴
族
院
に
召
集
さ
れ
た
世
俗
貴
族

は
、
四
五
～
五
四
人
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
の
年
間
収
入
は
、
グ
レ
イ
の
算
出

に
よ
れ
ば
、
　
一
四
二
一
ご
一
年
、
　
約
四
四
、
　
六
五
五
ポ
ン
ド
　
（
土
地
、
地
代
目
、
年

金
収
入
を
含
む
。
こ
れ
は
全
貴
族
収
入
の
年
平
均
総
計
）
、
土
地
収
入
の
み

は
約
三
九
、
七
〇
八
ポ
ン
ド
と
評
緬
す
る
。
彼
ら
個
々
の
年
間
収
入
に
つ
い

て
は
、
一
四
三
六
年
の
課
税
記
録
を
も
と
に
箕
韻
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
、

そ
の
中
、
主
な
貴
族
の
駁
入
を
表
出
す
る
と
第
1
表
の
如
く
な
る
。
そ
の
他
、

ヨ
ー
ク
公
リ
チ
ャ
…
ド
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
ロ
ゼ
ソ
タ
ル
が
詳
細
を
分
析
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ランカスター朝における庶蹴の立楊（尾野）

第1衷
費　　族　　　年無入

大
貴
族

Richard，　duke　of　York

qichard，㈱rl　of　Warwick

gumphrey，　duke　of　Gloucester

3，231

R，116

Q，243

至貴

ｬ族

William　de王a　Pole，　earl　of　S雌olk

gumphrey，　earl　of　Sta伽rd　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ

1β67

@855

第ll表
題土（庶民院議員） 年間収入

@（£）

William　Bonville L230

50hn　Pelham 870

Humphrey　St諭ord＊ 600

｝Ohn　Howard 400

Robert　Roos 165

John　Cochayne 200

∫ohn　Graa 186

（本表における騎士の収入は，

も全土地収入ではない）

土地収入のみ，しか

（
同
年
、
三
、
四
四
七
ポ
ン
ド
と
評
価
）
、
ウ
ォ
リ
ッ
ク
伯
の
収
入
は
μ
ス

が
検
討
、
ま
た
パ
ー
シ
ー
家
ノ
ー
ザ
ム
バ
ラ
ソ
ド
伯
の
収
入
に
か
ん
し
て
は

ビ
ー
ン
の
研
究
（
一
四
五
五
年
、
二
、
八
二
五
ポ
ン
ド
）
が
あ
り
、
か
か
る

箕
定
を
綜
合
し
て
判
断
す
る
と
、
各
貴
族
の
年
間
収
入
は
三
、
○
○
○
～
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

○
○
○
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
と
評
価
出
来
よ
う
。

◎
騎
士
の
収
入
－
拙
稿
「
b
ご
霧
畠
犠
司
窪
畠
2
お
ヨ
」
考
で
作
成
し
た
表
示

（
第
嚢
表
）
に
よ
れ
ば
、
富
裕
騎
士
層
i
庶
民
院
議
員
の
年
間
腹
立
は
約

一
〇
〇
〇
～
一
〇
〇
ポ
ン
ド
で
、
該
豪
土
地
所
有
者
数
は
二
五
〇
人
を
数
え

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
る
に
当
時
に
お
け
る
騎
士
の
総
数
は
約
七
、

○
○
○
人
を
数
え
る
と
い
わ
れ
、
彼
ら
の
標
準
平
均
年
収
は
五
～
四
〇
〇
ポ

ン
ド
、
騎
士
全
体
の
年
三
を
総
計
す
る
と
一
五
一
、
O
O
O
ポ
ン
ド
に
達
す

　
　
　
　
④

る
の
で
あ
る
。

　
か
く
の
ご
と
く
収
入
の
薗
か
ら
み
れ
ば
、
総
計
に
お
い
て
騎
土
の
収
入
は
、

貴
族
の
そ
れ
を
は
る
か
に
う
わ
ま
わ
り
、
ま
た
個
々
の
年
収
に
つ
い
て
も
、

中
小
貴
族
と
騎
土
層
四
顧
部
の
場
合
と
で
は
あ
ま
り
差
異
が
な
い
と
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ

れ
る
。
し
か
も
上
掲
の
二
表
に
挙
げ
た
ス
タ
フ
ォ
ド
卿
の
例
を
み
て
も
想
定

さ
れ
る
ご
と
く
、
　
一
五
世
紀
の
問
に
か
な
り
の
騎
士
が
貴
族
に
上
昇
転
化
す

舶　
ま
た
、
上
述
で
附
言
し
た
費
族
と
騎
士
の
新
し
い
主
従
関
係
（
貨
幣
給
付
）

の
成
長
に
と
も
な
い
、
騎
士
層
は
上
級
貴
族
の
窟
庁
官
吏
あ
る
い
は
所
領
管

理
官
と
し
て
給
与
・
年
金
を
う
け
る
も
の
が
多
く
な
る
が
、
こ
の
傾
向
は
上

　
　
　
　
　
　
⑥

級
貴
族
の
支
出
膨
脹
↓
財
政
困
難
に
と
も
な
う
給
与
未
払
額
及
び
借
入
金
の

累
積
を
促
進
し
、
財
政
面
か
ら
貴
族
は
騎
士
に
依
存
す
る
場
合
も
み
ら
れ
る

に
い
た
っ
た
。
例
え
ば
、
　
一
四
二
〇
～
ご
一
年
に
お
け
る
ウ
ォ
リ
ヅ
ク
伯
の

収
支
を
み
る
と
こ
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
牧
八
二
、
九
一
八

ポ
ン
ド
に
た
い
し
支
出
五
、
五
六
一
ポ
ン
ド
と
二
、
六
四
三
ポ
ン
ド
の
赤
字

を
示
す
。
最
大
の
支
出
項
目
は
給
与
支
払
分
で
一
一
、
八
三
　
一
ポ
γ
ド
を
数
え

る
。
借
入
金
に
つ
い
て
緑
、
商
人
や
配
下
の
騎
士
層
か
ら
の
も
の
が
か
な
り
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多
い
。

　
②
選
挙
に
お
け
る
貴
族
の
影
響
カ
ー

　
州
選
出
の
庶
民
院
議
員
の
多
く
は
、
大
貴
族
と
何
ら
か
の
形
で
つ
な
が
っ

て
お
り
、
従
っ
て
選
挙
の
際
も
、
こ
れ
ら
大
貴
族
の
干
渉
の
あ
っ
た
こ
と
は

た
し
か
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
大
貴
族
の
意
図
通

り
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
事
例
は
、
パ
ス
ト
ン
家
憲
簡
集
に
よ
く
あ

ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
そ
の
一
部
を
抽
出
し
て
み
よ
う
。

　
　
ま
ず
一
四
五
箇
年
、
ヘ
ン
リ
ー
蓋
世
第
十
八
議
会
の
選
挙
に
関
す
る
も
の
。

十
一
月
六
日
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
で
開
催
さ
れ
る
議
会
の
た
め
の
召
集

令
状
が
九
月
に
発
せ
ら
れ
る
と
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
州
で
は
、
翌
月
、
有
力
地

主
パ
ス
ト
ソ
家
に
た
い
し
て
三
通
の
書
簡
が
発
送
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
書

、
簡
は
（
十
月
六
日
付
）
ロ
ソ
下
ソ
に
居
住
す
る
一
友
人
か
ら
の
も
の
で
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
主
な
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
拝
啓
、
貴
兄
に
は
、
庶
斑
院
議
員
に
当
選
す
べ
く
運
動
さ
れ
た
し
、
同
時
に
私
の

　
上
司
ス
テ
イ
プ
ル
ト
ソ
閣
下
に
も
当
選
の
努
力
を
な
さ
れ
る
よ
う
進
言
せ
よ
。
有
権

　
春
は
通
知
さ
れ
れ
ば
、
貴
兄
達
に
投
票
す
る
と
思
う
。
…
…
ノ
リ
ッ
ジ
市
選
出
議
貴

　
　
に
は
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ム
か
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ニ
ー
当
選
を
さ
せ
る
配
慮
を
な
さ
る
よ

　
う
市
長
に
尽
力
を
お
襲
い
し
た
い
。
…
…
ま
た
、
ヤ
ー
マ
ス
市
選
患
議
員
と
し
て
は
、

　
ジ
ョ
ン
・
ジ
ェ
ニ
ー
か
リ
ム
ナ
ウ
ア
ま
た
は
だ
れ
か
よ
い
人
を
当
選
さ
せ
る
べ
く
ヤ

　
ー
マ
ス
市
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
…
…
私
の
主
霜
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
伯

　
が
私
の
主
君
ヨ
ー
ク
公
に
奉
仕
な
さ
れ
る
の
は
賢
明
で
あ
る
。
誠
実
に
か
Σ
る
諸
事

　
す
べ
て
を
御
配
慮
お
願
い
す
る
。

　
出
薔
簡
中
に
依
顧
さ
れ
た
候
補
雨
着
は
、
　
ヨ
ー
ク
公
、
そ
の
系
統
の
オ
ク
ス
フ

ォ
；
ド
伯
の
息
の
か
か
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
つ
づ
い
て
十
月
十
六
日
、
ノ

ー
フ
ォ
ー
ク
公
は
、
ヨ
ー
ク
公
が
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
州
選
出
の
候
補
者
と
し
て

認
め
た
二
人
の
騎
士
の
た
め
に
選
挙
運
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
命
じ
た
。

二
臼
後
、
オ
ク
ス
フ
ォ
；
ド
伯
は
、
上
院
の
二
名
を
候
補
者
と
し
て
推
薦
し

て
き
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
、
推
薦
候
補
の
一
入
の
み
が
州
会
で
選
出
さ
れ

⑧た
。
ま
た
、
一
四
五
五
年
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
公
夫
人
の
パ
ス
ト
ソ
家
に
あ
て

　
　
　
⑨

た
書
簡
は
、
当
時
公
が
議
会
に
お
い
て
如
何
に
唐
己
の
配
下
に
属
す
る
議
員

を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
を
説
き
、
そ
の
た
め
、
ジ
ョ
ン
・
ハ
ワ
ー
ド

卿
と
ロ
ジ
ャ
ー
・
チ
ェ
ム
バ
レ
ソ
卿
へ
の
投
票
と
そ
の
選
挙
運
動
を
切
望
し

て
い
る
。

　
　
ジ
翼
ソ
パ
ス
ト
ン
殿
。

　
親
愛
な
る
貴
下
に
心
か
ら
の
挨
拶
を
送
る
。

　
　
さ
て
今
回
、
泓
の
主
人
が
種
々
の
客
観
状
勢
の
た
め
、
主
人
の
配
下
に
属
す
る
入
・

　
家
臣
を
議
席
に
も
っ
こ
と
が
全
く
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
私
達
は
、

　
貴
下
の
好
意
と
働
き
が
有
効
な
方
法
だ
と
思
い
、
心
か
ら
次
の
こ
と
を
費
下
に
お
願

　
す
る
次
第
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
泓
達
の
か
」
る
手
紙
を
考
慮
し
て
、
私
達
の
い
と

　
こ
で
家
罠
た
る
ジ
ョ
ン
・
ハ
ワ
ー
ド
卿
と
ロ
ジ
ャ
ー
・
チ
ェ
ム
バ
レ
ソ
卿
に
費
下
の

　
一
票
を
あ
た
え
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
費
下
の
知
恵
に
よ
り
、
豊
津
あ
る
他
の
人
々
に

　
彼
ら
へ
の
投
票
を
す
す
め
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
費
下
が
こ
の
義
脇
を
忠
実
に
達
成
す
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ランカスター朝における庶畏院の立場（羅野）

　
れ
ば
》
墨
入
と
私
に
と
ウ
て
は
こ
の
上
な
い
よ
ろ
こ
び
で
あ
り
レ
こ
れ
か
ら
後
、
全

　
く
貴
下
に
感
謝
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
神
の
御
恵
み
と
御
守
護
が
あ
た
え
ら
れ
る
で
あ

　
ろ
う
。

　
　
六
月
八
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ラ
ム
リ
ン
ガ
ム
城
に
て
記
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
公
夫
人

　
こ
れ
に
た
い
し
て
、
選
挙
区
は
、
必
ず
し
も
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
公
の
意
図
通

り
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
パ
ス
ト
ン
家
の
家
臣
ジ
ョ
ン
・
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

エ
ニ
ー
の
主
君
パ
ス
ト
ソ
へ
の
返
書
に
よ
り
明
ら
か
に
示
さ
れ
る
。

　
　
主
君
パ
ス
ト
ソ
殿
。
尊
台
に
申
し
上
げ
奉
り
ま
す
。
尊
台
が
庶
民
院
議
員
の
当
選

　
に
尽
力
な
さ
れ
て
お
ら
れ
る
ハ
ワ
ー
ド
候
補
に
つ
い
て
は
、
御
期
待
に
そ
い
か
ね
る

　
こ
と
を
燃
御
諒
承
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
さ
き
に
選
挙
運
動
を
た
の
ま
れ
た
ハ
ワ

　
ー
ド
候
補
と
チ
ェ
ム
バ
レ
ソ
候
補
の
中
、
ロ
ジ
ャ
…
・
チ
ェ
ム
バ
レ
ソ
候
補
に
つ
い

　
て
は
い
ろ
い
ろ
の
選
挙
人
に
運
動
し
、
票
の
確
保
に
協
力
を
得
た
が
、
ハ
ワ
ー
ド
候

　
補
は
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
州
に
居
佐
し
て
お
ら
ず
、
居
住
畏
と
の
親
交
も
な
い
の
で
彼

　
の
票
は
獲
得
出
来
な
い
こ
と
を
ロ
ソ
ド
ソ
在
往
の
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
獅
に
も
申
し
あ
げ

　
ま
し
た
。

　
　
六
月
二
十
四
瞬
　
　
　
　
　
　
盤
ヨ
ハ
ネ
の
瞬
イ
ソ
ト
ウ
ッ
ド
城
に
て
記
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臣
ジ
ョ
ン
・
ジ
ェ
ニ
ー

　
結
果
と
し
て
は
七
月
二
二
日
、
両
名
と
も
当
選
し
て
い
る
。

　
以
上
、
封
建
大
貴
族
と
下
級
騎
士
一
庶
民
院
議
員
と
の
相
対
的
関
係
を

概
観
し
た
こ
と
に
よ
り
、
庶
民
院
議
員
の
或
程
度
の
独
自
性
成
立
の
基
盤
は

明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
更
に
こ
の
問
題
を
深
く
掘
り
さ
げ
る
た
め
に
は
、
庶

民
院
に
お
け
る
議
員
構
成
の
性
格
、
そ
の
桂
馬
的
基
盤
の
変
化
ー
ジ
ェ
ソ

ト
リ
的
要
素
の
伸
張
に
つ
い
て
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
（
二
）
庶
民
院
に
お
け
る
議
員
構
成
の
性
格
・
社
会
的
基
盤
の
変
化
ー
ジ

ェ
ソ
ト
リ
的
要
素
の
進
出
。

　
中
世
後
期
に
お
い
て
は
、
交
換
・
貨
幣
経
済
が
発
達
す
る
が
、
そ
れ
に
と

も
な
い
、
下
級
封
建
領
主
た
る
騎
士
層
は
、
包
物
・
貨
幣
地
代
の
有
利
さ
に

着
目
し
、
自
ら
の
直
営
地
を
小
作
化
し
て
ジ
ェ
ン
ト
リ
闘
地
主
的
性
格
を
お

び
る
に
い
た
る
。
一
方
、
都
市
の
市
民
の
中
に
も
利
潤
を
土
地
に
投
資
し
て

ジ
ェ
ン
ト
リ
の
仲
閥
入
り
を
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
ジ

エ
ン
ト
リ
な
る
新
興
地
主
層
は
急
速
に
台
頭
し
、
こ
の
薪
裏
層
が
出
身
州
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

お
け
る
地
盤
の
確
立
と
庶
民
院
へ
の
進
出
を
開
始
す
る
に
い
た
っ
た
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

も
、
州
選
挙
区
数
は
都
市
選
挙
区
数
の
約
三
分
の
一
ほ
ど
し
が
な
か
っ
た
の

で
、
政
治
的
野
心
を
い
だ
く
新
興
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
は
、
出
身
州
の
選
挙
区
だ

け
で
な
く
、
周
辺
の
都
市
選
挙
区
へ
も
食
指
を
伸
ば
し
、
こ
の
傾
向
が
す
す

む
に
と
も
な
い
、
庶
民
院
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ト
リ
的
背
景
は
一
つ
の
大
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

特
徴
と
化
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
ジ
諜
ソ
ト
リ
勢
力
の
庶
民
院
へ
の
進
出

状
況
を
み
る
が
、
こ
こ
で
は
具
体
的
に
、
彼
ら
の
都
市
選
挙
区
へ
の
進
出
様

相
を
検
討
す
る
。
な
お
そ
の
前
に
、
中
世
本
来
の
都
市
選
繊
議
員
の
姿
に
つ

い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

　
中
世
に
お
け
る
都
市
選
出
議
員
の
型
は
、
ロ
ン
ド
ン
、
ブ
リ
ス
ト
ル
、
』
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…
ク
の
ご
と
き
大
都
衛
出
身
の
も
の
と
、
中
小
都
市
の
出
身
者
に
大
別
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

夫
々
異
な
っ
た
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
前
者
は
、
主
と
し
て
貿
易
・
景
象
財

政
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
富
裕
な
商
人
か
ら
成
り
、
こ
の
型
の
議
員

は
、
十
四
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
初
頭
ま
で
庶
民
院
に
お
い
て
著
し
い
活
躍
を

演
ず
る
。
と
く
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
治
世
の
議
会
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら

商
人
的
要
素
の
占
め
る
比
重
は
大
き
く
、
羊
毛
課
税
を
め
ぐ
り
憲
法
論
争
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

活
発
に
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
馬
寮
は
、
各
出
身
都
市

で
は
行
政
部
門
に
関
与
し
た
り
、
商
人
ギ
ル
ド
内
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
た
が
、
富
は
あ
ま
り
所
有
せ
ず
、
庶
民
院
に
お
い
て
も
、
前
者
の
よ
う
に

主
要
な
活
躍
を
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
中
世
の
都
市
選
出
議
員
は
、
庶
民
院
へ
の
影
響
力
、
慰
に

大
小
の
差
は
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
も
商
人
的
要
素
を
背
景
に
し
て
い
た
こ
と

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
一
五
世
紀
に
な
る
と
、
か
か
る
商
人
的
要
素
は
漸
次

後
退
し
、
都
甫
選
鵠
議
員
の
社
会
的
背
景
に
は
変
化
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
具

体
的
現
象
の
は
じ
ま
り
は
、
都
市
に
居
住
し
な
い
も
の
が
都
市
選
挙
区
よ
り

選
出
さ
れ
る
事
実
の
多
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
錫
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
傾

向
は
す
で
に
エ
ド
ワ
…
ド
三
世
の
治
世
以
来
あ
ら
わ
れ
、
ヘ
ー
り
…
二
世
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

世
に
お
い
て
顕
著
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
一
五
世
紀
に
お
い
て
都
甫
に
居
住
し
な
い
も
の
の
選
出
さ
れ
た
実

例
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
ロ
ス
ケ
臼
ル
の
一
坐
二
二
年
の
庶
［
民
院
議
昌
バ
を
分
析
し
た
研
二
九
に
よ
れ
ば
、

・
当
議
会
に
お
け
る
議
員
の
中
、
純
粋
の
商
人
は
四
〇
人
の
み
で
あ
り
、
更
に

詳
細
に
コ
ー
ン
ワ
ル
州
都
帯
の
実
例
を
挙
げ
る
と
、
選
鴫
議
員
一
二
人
の
中
、

商
人
は
一
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
商
人
で
あ
っ
て
も
、
自
分
の
居
住

地
で
な
い
選
挙
区
か
ら
選
出
さ
れ
た
事
実
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ソ
ー
ル

ズ
ベ
リ
ー
の
商
人
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
リ
ー
は
、
　
旧
知
三
七
、
四
九
年
は
同
市

選
出
議
員
で
あ
っ
た
が
、
三
九
年
に
は
ウ
イ
ル
ト
ソ
、
四
七
年
に
は
マ
ー
ル

パ
ラ
選
出
議
員
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
三
九
年
と
四
七
年
の
二
鳳
の
選
挙
の

謄
は
、
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
で
は
夫
々
都
衛
に
居
住
し
な
い
も
の
を
選
出
し
て

い
る
。
ト
マ
ス
・
フ
リ
ー
マ
ン
は
、
　
一
四
四
七
～
五
五
年
の
閲
に
六
回
議
席

を
占
め
て
い
る
が
、
出
身
都
市
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
…
か
ら
は
一
圓
（
一
四
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

年
）
選
出
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
で
は
、
都
市
居
住
者
・
非
居
住
者
の
選
出
議
員
の
罰
合
は
如
何
で
あ
っ
た

か
。
一
四
二
二
年
以
後
の
そ
れ
を
挙
げ
る
と
、
二
二
年
に
は
、
ま
だ
都
市
居

住
者
の
選
幽
率
は
七
七
％
と
後
者
に
比
し
圧
倒
的
数
字
を
示
し
て
い
た
が
、

二
二
～
四
二
年
の
二
〇
年
間
に
、
七
七
％
か
ら
五
八
％
と
大
き
く
減
少
し
、

一
五
世
紀
中
葉
に
は
、
両
巻
の
割
合
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
位
に
達
し
た
と
い
わ

　
⑱

れ
る
。

　
か
か
る
都
市
選
挙
区
に
お
け
る
非
居
倥
者
選
出
の
傾
向
は
、
以
後
一
層
顕

著
化
す
る
が
、
こ
の
場
合
、
議
員
の
社
会
的
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
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近
隣
の
ジ
ュ
ソ
ト
リ
層
で
あ
る
。
し
か
も
、
都
市
居
住
者
出
身
議
員
に
お
い

て
さ
え
も
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
商
人
階
層
は
少
な
く
な
り
、
ジ
添
ン
ト

リ
的
要
素
を
も
つ
も
の
が
多
く
選
出
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
上
掲
し
た
一
四

二
二
年
の
議
員
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
四
分
の
三
は
都
市
居
佐
者
出
身
議

員
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
分
は
四
対
三
の
比
率
で
商
人
よ
り
も
ジ
ェ
ン
ト
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

層
出
身
の
議
員
が
増
加
し
て
い
る
。
従
っ
て
都
市
居
住
者
・
非
居
剛
者
た
る
．

を
と
わ
ず
、
都
市
選
挙
区
に
は
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
が
進
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
こ
こ
で
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
の
伸
張
状
況
を
詳
細
に
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。　

当
二
面
に
お
け
る
「
ジ
ェ
ン
ト
リ
」
の
概
念
は
、
す
で
に
本
節
註
⑪
に
て

規
定
し
た
が
、
当
芸
の
史
料
に
あ
っ
て
は
、
「
ジ
ェ
ン
ト
リ
」
な
る
語
を
明
確

に
記
録
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
一
部
は
騨
巳
σ
p
暮
”
①
。
。
ゆ
巳
ま
と
叙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ

第歴袈
ジェントリ的
要素

esqulres

　　　　！f

　　　　1一

　　　　／1

　　　　　？

lcnights　5
esguires　10

knights　3
esquires　32

gentlemen　2

数代年

2
3
4
5
1
0
1
5
　
3
7

1449　2月
　　　　　11月

145e

1453

1459

1472一一・75

147S

れ
ら
｝
凶
蔦
σ
Q
露
》
①
ω
ρ
巴
器
臨

　
　
　
　
⑳

体
も
、
二
戸
表
に
よ
っ
て
明

ら
か
な
ご
と
く
そ
ん
な
に
多

く
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し

各
議
員
の
経
歴
か
ら
判
断
す

れ
ば
、
　
犀
獄
σ
Q
ゲ
世
Φ
ω
瞬
鼠
お

層
と
同
仁
層
の
メ
ム
バ
ー
が

gg　N表　1478年の議会

歴経員議都市名
a　1〈entish　justice　of　the　Peace
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John　Fogge

Sin　Jolln　Fogge（Treasurer　of　the　Household）〈当
c会でKent選繊〉）の息子であろう

Thomas　Tresawell aCornish　Justice

Hskeard
Richard　Sheldon 後an　Exchequer　Auditors

John　Sheldewyche 2

Lostwi亡hie1
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Thomas　Powtre11 後Derbyshire　justice　of　tlle　Peace

Truro
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多
く
選
出
さ
れ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
凡
そ
ジ
ェ
ン
ト
リ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

範
嚇
に
入
れ
て
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
第
W
表
は
、
　
ヨ
ー
ク
朝
治
世
、
　
一
四

七
八
年
に
お
け
る
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
州
の
六
都
市
の
選
出
議
員
と
そ
の
経
歴

を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
み
る
と
、
各
議
員
の
経
歴
か
ら
判
断

し
て
、
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
州
六
都
市
の
議
員
の
大
半
は
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
範
疇

に
属
す
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
他
の
都
市
に
お
い
て
も
同
様

の
現
象
が
あ
ら
わ
胸
て
お
り
、
例
え
ば
、
一
四
七
八
年
、
プ
リ
マ
ス
選
出
の

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
コ
ー
ン
バ
ラ
は
、
　
一
四
六
七
年
に
は
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ェ
リ
フ
　
　
ユ
シ
イ
タ
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
エ
ム
バ
ほ

選
挙
区
か
ら
選
出
さ
れ
、
公
領
の
知
事
兼
土
地
没
収
官
、
そ
の
他
王
室
財
務

府
の
官
吏
等
の
経
歴
を
も
っ
て
い
た
。
彼
の
圃
號
議
員
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ペ
イ

　
　
　
　
　
　
ソ
リ
シ
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
ス
チ
イ
ワ
匹
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ジ
は
、
王
室
府
弁
護
士
兼
エ
ル
サ
ム
荘
園
の
執
事
で
あ
っ
た
ご
と
く
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ク
朝
に
な
る
と
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
の
都
市
選
挙
区
へ

の
進
出
現
象
は
か
な
り
明
確
に
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
一
方
、
ラ
ン
カ
ス

タ
…
朝
に
お
い
て
は
、
第
贋
表
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
ジ
ェ
ン
ト

リ
的
要
素
を
掲
載
し
た
記
録
は
少
な
く
、
は
っ
き
り
と
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
の
進

出
を
証
明
す
べ
き
も
の
を
も
っ
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
朝

に
お
い
て
も
第
W
表
に
掲
げ
た
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
議
員
が
か
な
り
進
出

さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
と
く
に
ヘ
ン
リ
ー
雲
鳥
治
世
後
半
か
ら
こ
の
傾

向
は
著
し
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
か
く
て
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
の
都
市
選
挙
区
へ
の
進
出
は
、
州
選
出
議
員
と
都

市
選
出
議
員
の
基
盤
の
同
質
化
を
促
進
す
る
に
い
た
り
、
や
が
て
庶
民
院
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

社
会
構
成
基
盤
は
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
を
中
心
と
す
る
も
の
に
変
化
す
る
が
、
か

か
る
基
盤
．
の
変
化
過
程
を
更
に
根
拠
ず
け
る
た
め
、
最
後
に
捌
隠
田
議
員
と

都
市
選
患
議
員
の
基
盤
の
岡
質
化
現
象
を
両
者
選
出
議
員
桐
互
の
関
係
に
焦

点
を
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
。

　
①
拙
稿
「
雲
霧
審
a
浮
＆
筈
馨
』
考
」
（
『
岡
寓
史
学
』
＝
舌
写
）

　
②
こ
の
二
分
野
に
つ
い
て
も
、
拙
稿
「
上
掲
論
文
」
に
て
簡
単
に
説
明
し
て
あ
る
。

　
③
妻
ヨ
貯
ヨ
。
・
o
鈍
。
や
鉱
叶
二
℃
”
卜
。
貫
饗
8
ダ
。
や
9
け
二
憲
”
器
辛
9
潟
8
③
臨

　
　
図
μ
跨
巴
’
回
日
こ
歪
津
㊦
窪
夢
6
曾
9
藍
田
母
〇
三
巴
ぎ
8
影
。
。
・
餌
瓢
師
幻
銘
闘
ρ
乙
”

　
　
U
巳
内
㊦
o
｛
く
。
鋳
．
〔
切
．
H
．
頃
・
図
〕
凸
く
o
H
「
メ
愚
図
く
H
H
層
装
ρ
㊤
①
」
Φ
黛
．
℃
や

　
　
鱒
ω
ω
I
P
閃
O
ω
ω
噛
ρ
魍
8
げ
O
麟
。
。
挫
9
盆
ω
9
昌
α
屑
ぎ
欝
嵩
O
窃
O
｛
甥
圃
O
ゴ
ρ
屍
匹
b
ご
O
ρ
篇
O
｝
マ

　
　
騨
諺
℃
図
ρ
嵩
。
｛
毒
舘
三
〇
ぎ
H
霧
0
噛
娼
や
ω
あ
噛
ヒ
づ
＄
野
い
竃
．
芝
．
”
帰
冨

　
　
国
。
。
欝
8
ω
o
｛
昏
①
℃
曾
。
嘱
切
塑
ヨ
置
唄
”
一
㊤
㎝
Q
。
．
や
Q
。
一
■

　
④
拙
稿
「
上
掲
論
文
扁
五
六
頁
。
芝
三
五
ヨ
ω
。
ジ
。
や
9
け
二
℃
．
b
。
㊤
。
。
．

　
⑤
こ
の
説
明
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
上
掲
論
文
」
五
七
頁
。
ま
た
、
本
稿
第
四
籟
に

　
　
お
い
て
、
ロ
ソ
ド
ソ
商
人
と
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
関
係
の
箇
所
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
も

　
　
簡
単
に
ふ
れ
て
お
い
た
。

　
⑥
　
封
建
費
族
の
財
政
（
紋
入
・
支
出
）
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
検
討
す
る
が
、

　
　
こ
こ
で
は
ウ
ォ
リ
ッ
ク
伯
の
収
支
の
概
略
だ
け
を
例
に
挙
げ
て
お
こ
う
。
切
。
ω
ω
讐

　
　
o
》
o
罫
”
唱
や
溝
為
・

　
⑦
こ
の
書
簡
の
抜
葦
は
、
鑑
。
国
吋
H
㊤
コ
ρ
℃
錠
壼
讐
。
纂
の
民
切
器
＄
a
司
。
午

　
　
山
巴
凶
ω
ヨ
〔
菊
．
譲
．
図
▼
〕
〈
o
ド
婦
誕
く
押
H
㊤
濠
■
中
に
引
罵
さ
れ
た
も
の
か
ら

　
　
（
や
塔
）
採
用
し
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
文
の
掲
載
さ
れ
て
い
る
O
帥
貯
山
膨
霞

　
　
版
勺
霧
8
コ
い
Φ
ヰ
㊦
屋
が
入
手
出
来
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
⑧
竃
亀
巴
鎧
・
b
℃
．
簿
こ
場
．
凱
甲
。
。
■
蜀
。
ω
ざ
詳
。
や
。
答
噛
や
b
。
・
。
．
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⑨
≦
騨
三
ロ
σ
q
8
p
回
巴
こ
↓
冨
娼
舘
8
舞
ピ
①
雰
興
ω
〔
国
く
。
蔓
日
餌
路
．
ω
ご
σ
雷
－

　
増
《
〕
く
。
ド
鮮
℃
や
μ
O
ω
－
蒔
噛
こ
の
書
簡
は
、
拙
稿
「
上
掲
論
文
」
に
も
挙
げ
た
。

⑩
琴
鳥
二
請
払
O
三
廻
。

⑪
　
申
世
に
お
け
る
州
選
出
議
員
の
董
盤
は
騎
士
階
層
で
あ
り
、
彼
ら
は
庶
民
院
に

　
お
い
て
か
な
り
優
勢
な
地
位
を
占
め
て
い
た
が
、
彼
ら
の
庶
民
院
へ
の
進
出
一
中

　
央
政
治
へ
の
野
心
1
に
た
い
し
て
は
あ
衷
り
関
心
を
示
さ
ず
、
む
し
ろ
議
会
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ

　
奉
仕
を
嫌
う
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
る
に
一
五
世
紀
以
来
、
騎
士
階
願
が
地
主
的

　
性
格
を
お
び
新
興
ジ
ェ
ン
ト
リ
階
層
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
彼
ら
新
興
贋

　
は
中
央
政
治
へ
の
参
加
に
強
い
関
心
を
も
や
し
、
そ
の
一
手
段
と
し
て
庶
民
院
へ

　
の
進
出
を
閥
煙
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
新
興
ジ
ェ
ン
ト
リ
層
と
は
顛
罪
な
る
定

　
義
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
。
　
「
ジ
ェ
ン
ト
リ
」
の
概
念
規
定
を
確
立
す
る
こ
と
は

　
非
常
に
困
難
で
、
種
々
の
論
争
の
存
す
る
こ
と
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
問

　
題
は
ま
た
別
の
機
会
に
論
ず
る
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
た
だ
地
主
的
性
格
を
も
つ

　
に
い
た
っ
た
騎
士
階
層
一
般
を
ジ
ェ
ン
ト
リ
嗣
と
規
定
し
て
お
く
。
野
8
げ
9
a
ω
o
鋒

　
o
や
9
け
二
娼
や
ω
o
。
あ
．

⑫
州
選
挙
区
数
は
中
世
を
通
じ
て
三
七
（
議
貫
定
数
七
四
名
）
と
不
動
で
あ
っ
た

　
の
に
対
し
、
都
帝
選
挙
区
数
は
選
挙
毎
に
こ
と
な
り
百
か
ら
百
数
十
（
議
員
数
二

　
〇
〇
～
二
五
〇
）
を
数
え
た
。
譲
撰
銭
四
コ
羽
扇
■
イ
く
二
8
げ
①
O
o
譜
ω
餓
2
ぼ
。
昌
嚢
♪
一

　
錯
一
。
。
汁
。
曼
。
断
国
別
σ
q
豊
郷
斜
一
転
凱
b
℃
や
　
ミ
甲
乙
．
護
。
閑
月
の
8
ぎ
。
や
。
混
け
二
℃
や

　
幽
海
－
伊

⑬
累
。
聾
ω
p
。
ピ
。
や
簿
二
℃
」
一
ω
．

⑭
録
伽
こ
電
」
8
占
8
曜

⑮
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
藤
…
原
浩
　
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
の
羊
毛
政
策
（
史
学
雑

　
誌
六
三
－
九
）
が
詳
細
な
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。

⑯
姦
㎝
二
や
訟
b
。
．
口
。
路
毘
’
。
や
鼻
こ
℃
し
・
。
8
器
ρ

⑰
菊
。
。
・
匿
詳
。
唱
．
葺
こ
署
淑
。
。
－
㊤
．

⑱
慧
Ω
こ
唱
」
輿

⑲
塗
伽
‘
隠
払
。
。
？
ゲ

⑳
　
第
皿
蓑
は
、
　
マ
キ
サ
ッ
ク
の
各
都
市
に
お
け
る
都
市
選
出
議
員
の
出
自
を
検
討

　
し
た
も
の
か
ら
抽
出
し
て
痩
義
上
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
表
は
絶
対

　
飾
価
値
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
こ
れ
に
よ
り
ジ
ェ
ン
ト
リ
要
素
の
凡
そ
の

　
見
当
が
つ
け
ば
幸
で
あ
る
。
諸
。
残
♂
p
o
ぎ
。
℃
■
9
汁
二
℃
や
H
O
？
嵩
ω
¶

⑳
　
第
W
表
は
間
じ
く
マ
キ
サ
ッ
ク
に
よ
る
一
四
七
八
年
、
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
州
六

　
都
箭
の
軍
扇
野
壷
の
分
析
を
表
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ヨ
博
α
こ
や
H
O
㊤
．

㊧
　
一
σ
賦
こ
や
お
ρ

⑬
　
園
。
路
。
芦
。
や
9
け
二
や
一
。
。
㎝
。

⑳
　
か
か
る
州
・
都
市
選
出
議
貴
の
基
盤
の
言
質
性
－
庶
民
院
に
お
け
る
ジ
ェ
ソ
ト

　
リ
基
盤
i
の
確
立
は
、
テ
ユ
ー
ダ
！
絶
対
主
義
議
会
の
一
大
特
色
で
、
と
く
に
エ

　
リ
ザ
ベ
ス
一
世
治
下
の
庶
民
院
に
お
い
て
そ
の
典
型
的
檬
相
が
み
ら
れ
た
の
で
あ

　
る
。
今
、
ニ
ー
ル
の
研
究
か
ら
、
一
五
八
四
～
五
年
と
一
五
九
三
年
の
議
会
を
例
に

　
と
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
議
員
総
数
四
六
〇
名
の
中
、
ジ
ェ
ソ

　
ト
リ
層
の
範
晒
に
属
さ
な
い
議
貫
は
わ
ず
か
五
三
名
し
か
数
え
ず
、
後
者
の
議
会

　
に
つ
い
て
も
（
最
果
総
数
四
六
二
名
）
大
体
同
様
の
数
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ

　
し
て
こ
の
議
会
に
お
け
る
議
貴
構
成
は
、
州
選
出
議
員
九
〇
名
、
都
市
選
出
議
員

　
三
七
二
名
と
四
対
一
の
割
合
で
曇
霞
富
貴
の
数
が
多
か
っ
た
が
、
実
際
上
に
お
け

　
る
ジ
ェ
ン
ト
リ
対
市
罠
の
比
率
は
、
前
句
が
四
、
後
者
が
一
の
割
合
と
な
っ
て
い

　
た
。
翼
①
巴
ρ
目
二
目
ぽ
。
国
凱
N
p
げ
簿
プ
騨
ロ
鵠
O
煽
ω
o
o
｛
O
O
鮭
ヨ
。
臣
。
。
”
り
O
昌
鳥
O
ド

　
お
9
噂
唱
℃
や
目
ミ
ー
。
◎
．

庶
罠
院
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ト
リ
基
盤
確
立
の
主
要
因
は
、
彼
ら
の
都
市
選

挙
区
へ
の
侵
透
に
存
す
る
こ
と
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
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で
は
何
故
、
彼
ら
は
都
市
選
挙
区
へ
容
易
に
進
娼
出
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
理
由
と
し
て
は
種
々
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
大
き
く
四
つ
に
分
け
て

検
討
す
る
。

　
（
一
）
都
帯
選
出
議
員
と
州
選
出
議
員
と
の
密
擾
な
関
係
一
そ
も
そ
も
、

庶
民
院
の
成
立
以
来
、
都
市
磐
田
議
員
た
る
甫
民
と
州
代
表
の
騎
士
と
は
利

蜜
の
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
両
者
の
協
調
関
係
は
婚
姻
等

の
結
び
つ
き
を
通
じ
て
時
代
と
と
も
に
一
層
深
化
し
、
一
五
世
紀
に
は
、
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

者
の
議
員
は
た
が
い
に
関
連
を
も
つ
も
の
が
多
く
な
っ
た
。
今
、
こ
の
事
実

を
示
す
た
め
、
二
～
三
の
議
員
を
例
に
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ロ
ー
ク
〈
ロ
ン
ド
ン
並
巾
選
出
装
甲
ハ
V
1
ー
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス

州
選
撮
議
員
、
ト
マ
ス
・
フ
ロ
ー
ク
の
弟
。
プ
ロ
…
ク
家
は
、
　
一
酉
世
紀
中

葉
以
来
、
代
々
、
甲
州
選
出
議
員
を
輩
出
す
る
名
家
で
あ
り
、
当
代
、
兄
の

ト
マ
ス
・
フ
ロ
ー
ク
は
、
同
州
に
あ
る
財
産
を
う
け
つ
ぎ
選
出
議
員
と
な
っ

た
が
、
弟
ヘ
ン
リ
ー
は
ロ
ン
ド
ン
に
甲
佐
、
絹
織
商
と
し
て
活
躍
、
内
帯
か

ら
議
員
と
し
て
選
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
彼
の
義
兄
弟
ト
マ
ス
・
シ
ャ
ー
ル
ト

ン
も
ミ
ド
ル
セ
ヅ
ク
ス
州
選
出
議
員
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
タ
ー
ミ
…
轄
ハ
ム
プ
シ
ャ
ー
、
デ
ヴ
ォ
ン
、
ウ
イ
ル
ト

シ
ャ
！
州
か
ら
選
出
さ
れ
た
。
彼
は
、
お
じ
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
タ
ー
ミ
ー
の
相

続
嚢
で
ハ
ム
プ
シ
ャ
…
の
北
部
、
ウ
イ
ル
ト
シ
ャ
ー
の
東
部
（
年
収
一
三
〇

ポ
ン
ド
）
、
及
び
デ
ヴ
ォ
ソ
（
四
〇
ポ
ン
ド
）
の
土
地
を
相
続
し
た
地
主
で

あ
っ
た
が
、
自
心
子
ジ
臥
ソ
。
入
タ
ー
ミ
ー
は
、
二
二
年
、
ル
ダ
ー
シ
ャ
ル
帯
、

一一

O
年
、
マ
ー
ル
バ
ラ
市
、
三
一
年
、
ベ
ッ
ド
ウ
ィ
ソ
市
か
ら
選
出
さ
れ
た
。

孫
ジ
コ
ン
・
セ
イ
マ
ー
は
、
二
二
年
、
ル
ダ
ー
シ
ャ
ル
市
、
薫
五
年
、
三
九

住
、
四
五
年
に
は
ウ
イ
ル
ト
シ
ャ
i
州
選
出
の
議
員
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
ジ
ャ
…
・
ウ
オ
ー
フ
ェ
ル
ド
昌
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
有
力
地
主
ス
ト

ノ
ー
家
の
収
入
役
で
あ
っ
た
が
、
ウ
オ
リ
ン
グ
フ
ァ
ド
市
選
出
議
員
と
な
っ

た
。　

（
二
）
ジ
エ
ン
ト
リ
の
政
治
的
野
心
ー
ジ
ェ
ン
ト
リ
は
、
従
来
、
王
室
、

貴
族
家
政
府
、
荘
園
等
の
宮
吏
ま
た
は
法
律
家
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
、
そ

の
政
治
的
経
験
は
き
わ
め
て
豊
窟
だ
っ
た
。
従
っ
て
彼
ら
の
政
治
的
関
心
は

高
く
、
地
方
に
お
け
る
か
か
る
経
験
を
背
景
に
州
選
出
の
議
員
と
な
り
、
中

央
政
界
へ
の
進
出
を
企
図
し
た
が
、
そ
の
た
め
の
一
手
段
と
し
て
、
彼
ら
は

す
で
に
現
ら
か
に
し
た
ご
と
き
大
貴
族
と
の
結
び
つ
き
を
考
慮
す
る
と
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
、
一
方
に
お
い
て
都
衛
選
挙
区
へ
の
進
出
を
の
ぞ
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
そ

の
場
合
、
州
選
出
議
員
は
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
本
家
、
附
近
の
都
市
選
挙
区
か

ら
選
出
さ
れ
た
も
の
は
、
本
家
の
息
子
ま
た
は
分
家
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る

が
、
こ
の
こ
と
は
、
沸
き
に
例
証
し
た
フ
ロ
ー
ク
家
や
ス
タ
ー
ミ
ー
家
の
場

合
を
み
て
も
よ
く
わ
か
る
。

　
（
三
）
都
市
の
議
員
選
出
に
た
い
す
る
態
度
i
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
か
か
る
野

心
に
た
い
し
て
、
都
市
の
態
度
は
如
何
に
と
い
う
に
、
一
五
世
紀
に
な
る
と
、
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都
市
自
体
と
し
て
も
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
都
市
選
挙
区
へ
の
流
入
を
歓
迎
す
る
傾

向
を
翻
し
た
。
と
い
う
の
は
、
都
市
は
議
員
を
選
出
し
た
場
合
、
そ
の
議
員

に
た
い
し
て
、
議
会
の
開
会
中
、
議
員
手
当
を
支
給
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
に
対
し
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
は
、
議
員
に
な
る
こ
と
を
立
身
出
世
の
一
手
段
と

考
え
、
自
発
的
に
議
会
へ
の
開
拓
道
を
欲
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
都
市
は

彼
ら
に
た
い
し
て
は
手
当
を
支
給
す
る
必
要
が
な
く
、
鯨
帯
財
政
に
負
挺
が

か
か
ら
な
か
・
た
か
ら
で
あ
ろ
掴

　
都
市
の
議
員
手
当
支
給
の
慣
行
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
治
世
以
来
の
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
支
給
率
は
、
一
般
に
一
日
に
つ
き
、
騎
士
四
シ
リ
ン

グ
、
市
民
ニ
シ
リ
ン
グ
と
な
っ
て
い
た
が
、
必
ず
し
も
一
定
し
た
も
の
で
な

く
、
都
市
・
時
代
に
よ
り
異
な
っ
て
い
た
。
概
し
て
一
四
世
紀
に
は
高
率
を

支
給
し
た
都
市
が
多
く
、
ヨ
ー
ク
・
リ
ン
市
等
は
顕
著
な
例
で
あ
る
。
前
者

は
、
一
三
三
四
年
二
月
の
議
会
で
、
二
名
の
議
員
に
た
い
し
、
六
ポ
ン
ド
一

五
シ
リ
ン
グ
九
ペ
ン
ス
、
一
三
三
六
年
三
月
の
議
会
に
お
い
て
は
、
八
ポ
ン

ド
一
一
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
支
給
。
こ
の
両
議
会
と
も
、
わ
ず
か
一
〇
際
し

か
開
会
さ
れ
な
か
っ
た
。
後
者
は
二
二
五
〇
年
以
来
、
選
出
議
員
に
た
い
し
、

一
日
、
三
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
支
給
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
一
五
世
紀
に
な

り
、
経
済
的
不
景
気
が
到
来
す
る
と
、
そ
れ
は
当
然
都
市
に
も
影
響
を
お
よ

ぼ
し
、
都
市
経
済
は
著
し
い
圧
迫
を
う
け
る
に
至
っ
た
。
そ
の
た
め
都
市
は
、

出
来
る
だ
け
財
政
支
出
の
剛
減
に
努
力
し
、
選
出
議
員
に
た
い
す
る
手
当
の

支
給
額
を
減
ず
る
の
で
あ
る
。
癒
え
ば
、
ケ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
で
は
、
一
四
二
七

年
か
ら
一
シ
リ
ン
グ
に
、
リ
ン
は
四
二
年
、
三
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
か
ら
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

シ
リ
ン
グ
へ
と
剛
減
し
た
ご
と
く
。

　
こ
の
よ
う
に
都
市
は
経
済
的
不
振
に
と
も
な
い
、
議
員
手
当
の
削
減
と
と

も
に
、
費
用
の
か
か
ら
な
い
ジ
｝
幽
ソ
ト
リ
層
に
選
挙
区
を
提
供
す
る
を
喜
ん

だ
の
だ
っ
た
が
、
か
か
る
都
市
の
態
度
は
、
石
の
ご
と
き
財
政
義
士
の
他
、

都
市
本
来
の
性
格
に
も
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
は
中
央

女
声
で
敷
治
的
に
勢
力
を
伸
張
す
る
よ
り
も
、
本
質
的
に
商
業
・
貿
易
に
重

点
を
お
く
こ
と
を
の
ぞ
ん
だ
に
相
違
な
く
、
し
か
も
一
五
世
紀
に
お
け
る
都

市
経
済
の
変
化
1
一
中
世
的
経
済
組
織
《
ク
ラ
フ
ト
・
キ
ル
ド
》
の
解
体
が
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

す
む
に
と
も
な
い
、
こ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
た
。

　
（
四
）
中
世
庶
民
院
に
お
け
る
騎
士
出
身
議
員
の
優
越
性
一
前
駆
で
ふ
れ

た
ご
と
く
、
議
員
定
数
は
は
る
か
に
都
市
選
繊
議
員
の
方
が
多
か
っ
た
が
、

議
会
の
主
導
権
は
州
選
出
の
騎
士
議
員
が
掌
握
し
て
い
た
。
都
市
選
出
議
員

は
、
た
だ
①
各
出
身
都
市
の
不
満
に
た
い
す
る
請
願
、
②
都
市
の
一
般
的
業

務
、
③
議
会
開
会
中
に
お
け
る
諸
議
事
の
都
市
へ
の
報
告
等
の
役
割
を
は
た

し
た
に
す
ぎ
な
⑲
従
・
て
・
都
市
鍍
治
的
に
有
力
藷
吉
ニ
ト
リ

に
そ
の
地
盤
を
提
供
し
た
方
が
自
ら
の
利
益
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
　
一
五
世
紀
に
は
ジ
ニ
ン
ト
リ
の
都
市
選
挙
区
へ
進
出
す
る
環

境
が
培
養
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
か
か
る
傾
向
を
更
に
促
進
し
た
も
の
に
、
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ジ
ェ
ン
ト
リ
と
商
入
の
社
会
的
関
係
が
著
し
く
密
接
に
な
っ
た
点
が
挙
げ
ら

れ
る
。
元
来
、
商
人
と
都
市
近
郊
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
は
、
商
業
取
引
（
と
く
に

羊
毛
取
引
）
の
爵
か
ら
接
触
を
保
っ
て
お
り
、
貨
幣
経
済
の
進
展
す
る
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

世
紀
に
は
、
簡
者
の
関
係
は
一
層
緊
密
化
す
る
に
い
た
る
。
こ
こ
で
、
右
の

現
象
が
最
も
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
ロ
ン
ド
ン
商
人
と
近
郊
ジ
ェ
ン
ト

リ
の
開
係
を
と
り
あ
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
ウ
ー
ス
タ
ー
落
川
選
出
舗
蔵
昌
ハ
ジ
ョ
ソ
・
ス
ロ
ッ
ク
モ
ー
ト
ソ
は
、
拙
†
毛
｝
取
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
お
い
て
戸
ソ
ド
ソ
羊
毛
蝋
入
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
一
五
世
紀
の
不
完

全
な
記
録
に
よ
る
と
、
聖
ジ
ョ
ン
・
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
団
体
に
参
煎
し
た
約
二

　
　
　
　
　
　
　
な
ク
ス
チ
エ
ツ
カ
ア
　
ウ
オ
じ
ド
ロ
ド
プ

○
○
名
の
申
に
は
、
財
務
府
や
王
室
府
会
計
部
の
高
官
の
名
前
が
み
え
る
か

と
思
え
ば
、
ジ
ョ
ン
。
パ
ス
ト
ン
や
彼
の
パ
ト
ロ
ン
た
る
ジ
ョ
ン
・
フ
ァ
ス

ト
ル
フ
の
よ
う
な
騎
士
が
、
ま
た
そ
の
他
エ
ク
ス
タ
ー
、
グ
ロ
ス
タ
ー
、
レ

イ
ゲ
イ
ト
、
シ
ュ
ロ
ッ
プ
シ
ャ
i
等
諸
州
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
名
前
が
記
録
さ

れ
て
い
る
。
商
人
の
有
力
な
ジ
ェ
ン
ト
リ
に
た
い
す
る
奉
仕
の
裏
実
に
つ
い

て
は
、
セ
リ
家
と
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
卿
と
の
関
係
を
み
れ
ば
明
ら
か
で

あ
る
。
揖
ソ
ド
ソ
在
住
の
高
級
宮
参
や
寓
裕
ジ
ニ
ン
ト
リ
は
、
各
州
に
多
く

の
所
領
を
も
つ
例
が
多
い
が
、
例
え
ば
一
四
三
六
年
の
評
価
に
よ
る
と
、
ロ

ン
ド
ン
在
住
の
最
大
の
土
地
所
有
者
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヴ
ェ
ノ
ア
は
七
州
に

厨
領
を
も
ち
、
年
収
＝
ハ
六
ポ
ン
ド
を
数
え
、
彼
に
次
ぐ
富
裕
者
バ
ー
ク
レ

ー
未
亡
人
は
、
年
収
一
六
〇
ポ
ン
ド
、
そ
の
他
シ
モ
ン
・
キ
ャ
ム
プ
（
一
時
、

ヘ
ン
リ
…
四
世
皇
后
の
財
務
富
で
あ
っ
た
）
は
、
土
地
収
入
ご
　
○
ポ
ン
ド
、

王
室
よ
り
の
年
給
四
〇
ポ
ン
ド
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
ジ
ェ
ン
ト

リ
は
、
ほ
と
ん
ど
ロ
ン
ド
ン
の
各
団
体
と
関
係
を
有
し
て
お
り
、
上
掲
の
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ロ
コ
サ
　

エ
ノ
ア
に
例
を
と
る
と
、
彼
は
食
料
鋸
商
の
団
体
に
加
入
し
て
い
た
ご
と
く

　
　
⑫

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ロ
ン
ド
ン
市
民
・
商
人
と
近
郊
の
ジ
エ
ソ
ト
リ
と
は
密
接

な
関
連
を
有
し
て
い
た
が
、
更
に
両
者
の
同
質
化
の
重
要
な
要
因
と
し
て
、

ジ
ニ
ソ
ト
リ
の
商
始
化
〈
ジ
ェ
ン
ト
リ
が
出
身
州
か
ら
＃
ン
ド
ソ
へ
移
住
し

て
商
人
的
要
素
を
も
つ
に
釜
つ
た
こ
と
〉
と
ロ
ン
ド
ン
商
人
の
ジ
ェ
ン
ト
リ

化
〈
ロ
ン
ド
ン
思
入
が
近
郊
諸
州
に
土
地
を
購
入
し
て
ジ
ェ
ン
ト
リ
化
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

こ
と
〉
の
二
現
象
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
ま
ず
前
者
の
例
か
ら
み
る
と
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ウ
ィ
テ
ィ
ン
グ
ト
ン
（
ロ

ン
ド
ン
の
絹
織
物
商
、
　
二
二
九
三
～
一
四
二
三
年
、
市
参
衷
会
員
）
睦
グ
ロ

ス
タ
ー
シ
ャ
ー
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
テ
ィ
ン
グ
ト
ン
の
息
子
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
ロ
バ
ー
ト
・
シ
チ
リ
（
食
料
品
｛
陶
、
一
四
〇
二
～
二
六
年
、
市
参
纂
会
員
）

皿
ノ
…
ザ
ム
プ
ト
ソ
シ
ャ
…
の
ヨ
ー
マ
ン
の
息
子
。

　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
ト
マ
ス
・
ク
ー
ク
　
（
呉
報
階
上
、
　
一
四
五
六
～
七
一
年
、
市
参
事
ム
耳
員
）
壽
サ

フ
ォ
ク
の
ラ
ヴ
ィ
ソ
ハ
ム
の
ワ
バ
ー
ト
・
ク
ー
ク
の
息
子
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
後
者
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
こ
の
方
が
顕
著
で
あ
り
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
化
し

た
商
人
は
、
生
涯
の
一
部
ま
た
は
晩
年
引
退
し
て
、
購
入
し
た
農
村
の
所
領
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ランカスター朝における庶民院の立場（塵野）

に
思
住
し
た
。
彼
ら
は
、
諸
訳
の
旧
家
と
婚
姻
も
し
く
は
旧
名
家
へ
の
奉
仕

（
官
吏
と
し
て
勤
務
）
を
通
じ
て
密
接
な
関
係
を
保
つ
よ
う
努
力
し
、
と
く

に
名
望
あ
る
ジ
ェ
ン
ト
リ
や
貴
族
と
血
縁
を
結
ん
だ
も
の
の
子
孫
は
、
有
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
な
っ
た
り
、
貴
族
へ
身
分
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。

　
今
、
そ
の
関
係
を
実
例
を
挙
げ
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
ア
ダ
ム
・
フ
ラ
ウ
ソ
セ
イ
〈
ロ
ン
ド
ン
絹
織
物
商
、
国
恥
五
七
～
七
五
年
、

市
参
事
会
員
＞
i
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
州
の
エ
ド
モ
ン
ト
ン
荘
園
を
購
入
、

息
子
の
ア
ダ
ム
は
騎
士
と
さ
れ
、
更
に
エ
シ
ヅ
ク
ス
州
の
コ
ブ
ハ
ム
荘
園
も

獲
得
。
卿
の
姉
妹
ア
ジ
エ
ン
ス
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ポ
ー
タ
ー
卿
（
貴
族
の
象

系
）
と
結
婚
、
ア
ダ
ム
獅
の
娘
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
州
の
名
家

シ
ャ
ー
ル
ト
ソ
家
の
ト
マ
ス
と
結
婚
。
ト
マ
ス
は
、
　
一
四
年
十
一
肩
、
一
二

年
五
月
、
二
二
、
二
五
、
二
七
、
三
一
年
、
同
州
選
幽
議
員
と
な
る
。
彼
の

息
子
ト
マ
ス
は
、
四
二
、
四
七
、
五
三
～
五
四
、
五
九
、
穴
○
年
、
同
じ
く

同
州
選
出
議
員
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
ト
マ
ス
・
フ
ロ
…
ク
膝
本
節
の
最
初
に
叙
述
し
た
ご
と
く
、
フ
ロ
ー
ク
家

は
、
一
五
世
紀
に
は
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
州
の
有
力
な
ジ
ェ
ン
ト
リ
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
祖
は
ロ
ン
ド
ン
の
旧
家
に
由
来
、
す
な
わ
ち
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世

治
世
の
初
期
、
市
参
事
会
員
を
重
出
、
　
一
四
世
紀
初
期
に
は
富
裕
な
金
工
商

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ト
マ
ス
の
祖
父
が
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
州
に
土
地
を
購
入
、

そ
の
地
方
の
名
家
と
な
り
、
祖
父
以
来
ト
マ
ス
に
い
た
る
三
代
の
間
、
継
続

し
て
同
門
選
繊
議
員
の
栄
誉
を
獲
得
し
て
い
る
。

　
エ
コ
ラ
ス
・
ウ
ォ
ト
ン
、
ト
マ
ス
・
ノ
ー
ル
ズ
、
ジ
ョ
フ
リ
ー
ポ
…
リ
ン
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ラ
フ
ル
・
ジ
ョ
セ
リ
ン
等
昌
盛
ら
の
子
孫
は
著
し
く
勢
力
を
増
し
、
貴
族
に

列
す
る
に
至
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ロ
ン
ド
ン
商
人
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
化
に
つ
い
て
注
臼
す
べ
き
は
、

彼
ら
が
農
村
に
移
住
し
て
も
ロ
ン
ド
ン
の
帯
忌
寸
は
失
わ
ず
、
や
は
り
商
業

取
引
の
颪
か
ら
絶
え
ず
ニ
ン
ド
ン
と
の
連
絡
は
保
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
土
地
投
資
の
対
象
と
な
っ
た
範
囲
は
、
主
に
都
市
経
済
圏
内
の
諸

州
が
考
え
ら
れ
、
と
く
に
彼
ら
の
好
ん
だ
州
と
し
て
は
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
と

サ
リ
ー
が
挙
げ
ら
れ
る
。
事
実
、
こ
の
両
州
で
は
、
土
地
所
有
に
関
す
る
記

録
に
ロ
ソ
ド
ソ
由
来
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
名
前
が
多
く
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
・

一一

B
の
他
で
は
、
ケ
ン
ト
、
ハ
ー
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
州
等

の
土
地
が
購
入
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
二
代
、
三
代
と
な
る
に
從
っ
て
、
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ン
ド
ン
か
ら
か
な
り
遠
方
の
地
方
と
も
関
係
が
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
以
上
ロ
ン
ド
ン
甫
民
・
商
人
と
近
郊
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
は
同
一
社
会
基
盤
を

構
成
す
る
ま
で
に
緊
密
化
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
か
か
る
状
態

は
、
他
の
都
市
と
近
隣
ジ
ェ
ン
ト
リ
と
の
間
に
つ
い
て
も
同
じ
く
あ
て
は
ま

る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
市
民
と
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
社
会
基
盤

の
同
質
化
が
、
州
選
出
議
員
と
都
甫
選
出
議
員
の
関
係
を
密
に
す
る
は
勿
論
、

更
に
は
都
市
自
体
の
性
格
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
ジ
ニ
ン
ト
リ
層
の
都
市
選
挙
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区
へ
の
進
嵐
を
容
易
な
ら
し
め
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し

て
こ
の
現
象
の
生
じ
た
時
期
が
ま
さ
に
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
治
世
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

①
罰
。
路
⑦
芦
。
ウ
9
け
二
や
O
ど
諸
。
峯
ω
p
。
F
。
や
簿
‘
電
レ
ド
？
①
9

②
　
切
。
終
鉱
鮒
。
や
9
け
こ
℃
℃
。
0
￥
押
♂
蒔
”
一
◎
。
ド
ゐ
顧

③
録
伽
二
や
窃
b
。
蕊
蚕
・
。
b
。
ド

④
言
託
こ
や
罫
露
』
q
。
ω
’

⑤
巨
儒
二
噂
」
。
。
♪
鵠
。
室
舞
鼻
り
。
や
寡
こ
毛
．
嶺
。
。
ム
．

⑥
寓
。
ヨ
鴇
。
〆
。
や
9
酔
二
唱
・
団
同
？
S
一
方
、
州
選
出
議
貴
に
た
い
す
る
議
員

　
手
当
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
ニ
世
治
世
翼
果
一
四
世
紀
に
お
い
て
は
常
例
と
な
っ
て
お

　
り
、
そ
の
支
給
率
は
、
　
二
一
ご
　
七
年
の
法
令
で
　
日
に
つ
き
四
シ
リ
ン
グ
と
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ミ
ユ
あ
テ
イ

　
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
負
担
し
た
の
は
州
の
共
同
体
（
州
に
在
住
す
る
者
で
、
身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ピ
ド
ロ
ホ
ル
ダ
コ

　
的
に
は
鍛
族
以
下
、
謄
本
小
作
人
以
上
）
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
州
選
出
議

　
員
の
輩
要
義
務
の
一
つ
は
、
州
民
の
利
益
一
講
願
を
議
会
に
反
映
す
る
こ
と
だ
っ

　
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
前
節
註
⑪
で
示
し
た
ご
と
く
、
一
五

　
数
字
以
降
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
膚
と
は
異
な
り
、
騎
士
層
は
議
鼓
と
な
る
こ
と
に
熱
関

　
5
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
好
ま
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
O
ρ
ヨ
い
頃
．
諸
’
”
ビ
ま
o
H
怠
。
。
ウ

　
俘
囚
“
O
o
雪
雲
仁
a
¢
o
ω
ぢ
鑑
o
a
o
〈
巴
国
ゆ
q
q
｝
弩
9
ち
①
ジ
娼
や
b
コ
零
－
卜
。
蒔
刈
．

⑦
累
。
径
。
・
鷲
ぎ
。
℃
．
鼻
二
電
・
。
。
駆
。
あ
り
．
図
。
。
・
ぎ
＝
b
℃
■
鼻
。
、
署
．
濾
㌣
紳

⑧
菊
8
冨
葺
。
℃
■
。
凶
f
や
置
一
。
な
お
一
五
世
紀
に
お
け
る
都
市
経
済
の
変
化

　
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
改
め
て
論
じ
た
い
。

⑨
累
。
難
ω
蓉
ぎ
。
や
禽
f
電
■
お
G
。
ム
．

⑱
8
ぼ
愚
や
ψ
ピ
ニ
門
9
窯
禽
。
冨
簿
Ω
器
。
・
。
h
諸
。
象
・
く
舘
い
§
儒
言
噂

　
ち
劇
Q
。
、
や
器
餅

⑪
葦
α
こ
や
』
切
①
．

⑫
　
凶
玄
畠
こ
℃
や
誤
“
凸
8
■

⑬
　
ヨ
養
。
・
｛
o
募
る
．
U
こ
串
㊦
甘
象
8
9
民
摩
。
昆
給
一
コ
讐
捧
。
魯
峠
げ
α
睾
建
網

　
国
お
欝
星
’
一
り
9
噛
や
嵩
一
．

⑭
藷
“
‘
や
嵩
ピ
H
訂
考
や
。
噂
層
舞
二
や
竃
群
・

⑮
以
下
も
同
書
に
よ
る
。

五

　
以
上
詳
述
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
庶
民
院
の
本
質
の
一

端
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
治
世
に
お
い
て
は
、
封
建
大
貴
族

の
勢
力
が
著
し
く
強
く
、
新
都
院
は
彼
ら
の
支
配
・
影
響
下
に
憲
政
的
特
権

を
確
立
、
封
建
貴
族
の
王
権
制
限
的
鞍
上
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
貴
族
的
支
配
の
枠
内
に
お
い
て
で
あ
れ
、
庶
民
院
自
体
の
独

自
性
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
庶
民
院
の
独

自
性
と
関
連
し
て
、
当
朝
庶
民
院
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ト
リ
基
盤
の
成
立
が
考

え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
（
一
）
議
員
の
構
成
要
素
の
中
心
た
る
騎
土
層
の

ジ
ェ
ン
ト
リ
化
に
と
も
な
う
彼
ら
の
政
治
的
、
社
会
的
基
盤
の
確
立
（
上
級

貴
族
と
の
主
従
関
係
の
変
化
な
ど
の
事
情
に
よ
り
上
級
貴
族
に
匹
敵
し
う
る

勢
力
を
も
つ
も
の
が
鵠
現
）
、
　
（
二
）
ヘ
ソ
リ
…
三
図
治
世
後
半
以
降
に
お
け

る
彼
ら
の
都
市
遷
挙
区
へ
の
著
し
い
流
入
（
庶
民
院
へ
の
稽
極
的
進
出
）
な

る
現
象
が
生
じ
、
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
欝
血
ジ
ェ
ン
ト
リ
の
都
市
の
市
昆
の

基
盤
の
同
質
化
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
、
か
か
る
ジ
ェ
ン
ト
リ

基
盤
の
成
立
は
、
庶
民
院
に
或
程
度
の
独
自
性
を
発
揮
さ
せ
る
重
要
な
一
因
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ランカスター朝における庶畏院の立場（尾野）

を
つ
く
る
と
と
も
に
、
ヨ
…
ク
、
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
庶
出
院
の
主
要
な
社
会
的

基
盤
を
構
成
す
る
進
路
を
も
き
つ
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
か
く
し
て
テ
ユ
ー
ダ
ー
絶
対
主
義
議
会
の
社
会
的
基
盤
（
ジ
ニ
ン
ト
リ
）

は
、
実
に
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
庶
酪
農
の
中
に
つ
ち
か
わ
れ
て
い
た
と
い
っ
て

よ
く
、
こ
の
社
会
構
成
の
面
か
ら
す
れ
ば
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
庶
民
院
と
ヨ

ー
ク
、
テ
ユ
…
ダ
…
朝
庶
民
院
は
そ
の
性
格
に
お
い
て
、
同
質
的
要
素
を
有

す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
る
に
一
方
、
魚
影
と
後
者
の
議
会
で
は
、
対
照
的
要
素
の
存
在
す
る

こ
と
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
孟
春
の
庶
民
院
に
お
け
る
政
治
勢

力
の
相
異
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
老
の
政
治
勢
力
・
影
響
力
の
中
心

は
封
建
大
貴
族
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
に
な
る
と
、
と
く
に
一
四
七
一

年
以
降
、
国
王
の
絶
対
主
義
的
統
治
政
策
が
す
す
む
に
と
も
な
い
、
貴
族
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

庶
民
院
へ
の
影
響
力
が
弱
ま
り
、
国
王
の
力
が
こ
れ
に
代
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

か
よ
う
な
政
治
勢
力
・
影
響
力
の
相
異
が
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
庶
二
院
の
王

権
制
限
的
性
格
に
対
し
、
後
者
の
王
権
に
た
い
す
る
従
順
的
傾
向
と
い
う
対

照
的
性
格
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
庶
民
院
の
背
景
に
あ
る
政
治
勢
力
・
影
響
力
の
面
か
ら
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

断
ず
る
と
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
庶
民
院
の
封
建
的
本
質
に
対
し
、
ヨ
ー
ク
朝

の
そ
れ
は
絶
対
主
義
的
性
格
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
両
庶
民
院
の

対
照
性
に
も
評
価
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
両
者
の
対
照
性
は
、
庶
民
院
に
た
い
す
る
政
治
的
影
響
力
の
網
異
見
封
建

制
か
ら
絶
対
主
義
へ
の
移
行
に
お
け
る
支
配
勢
力
の
交
代
（
封
建
貴
族
↓
国

王
）
に
も
と
つ
く
が
嶺
然
な
る
故
、
従
来
の
学
説
の
ご
と
き
、
前
着
に
お
け

る
憲
政
的
意
義
の
強
調
、
後
春
の
憲
政
的
後
退
の
見
解
は
妥
当
と
は
い
え
な

い
。
し
か
も
、
一
九
世
紀
に
至
る
英
国
憲
政
発
達
の
基
盤
た
る
ジ
ェ
ン
ト
リ

層
が
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
か
ら
ヨ
ー
ク
・
テ
ユ
ー
ダ
ー
朝
庶
民
院
へ
の
展
開
過

程
の
中
に
確
立
さ
れ
て
い
く
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
庶
民

院
の
再
評
価
は
勿
論
の
こ
と
、
ヨ
…
ク
ニ
ア
ニ
ー
ダ
ー
朝
庶
民
院
に
た
い
し

て
も
、
英
国
憲
政
史
上
に
お
け
る
発
展
的
評
価
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
考
え
る
。

　
①
こ
の
政
治
的
勢
力
の
交
替
を
示
す
証
梶
は
数
多
く
存
す
る
が
、
そ
の
一
例
と
し

　
　
て
は
、
雨
議
会
の
開
会
数
の
極
端
な
根
異
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
朝
治

　
　
世
に
お
い
て
は
、
　
一
三
九
九
～
一
廻
六
一
年
の
間
に
四
五
圃
と
多
き
を
数
え
、
と

　
　
く
に
ヘ
ン
リ
ー
四
・
五
世
の
治
世
に
は
ほ
と
ん
ど
定
期
的
な
開
会
が
行
な
わ
れ
た
。

　
　
一
方
、
ヨ
ー
ク
朝
治
世
に
な
る
と
、
六
一
～
八
五
年
の
聞
に
わ
ず
か
八
回
し
か
開

　
　
か
れ
て
な
な
い
。
ま
た
後
者
で
は
、
議
会
の
国
王
に
対
す
る
抵
抗
は
み
ら
れ
な
い
。

　
　
零
隷
a
轟
’
塑
．
卿
U
鎧
邑
ざ
℃
・
a
こ
》
降
凶
昌
2
0
一
〇
℃
8
山
冨
o
h
℃
宥
一
す
，

　
　
ヨ
。
馨
層
搭
窃
8
や
①
卜
。
㊤
．
ヨ
ー
ク
朝
議
会
に
つ
い
て
は
、
大
野
真
弓
署
上
掲
論
文
。

　
②
　
樹
建
的
と
い
っ
て
も
純
粋
の
封
建
関
係
で
は
な
く
、
拙
稿
「
切
霧
3
a
男
雲
？

　
　
9
冨
旨
」
考
で
明
ら
か
に
し
た
ご
と
く
、
封
建
制
の
二
期
的
な
形
態
で
あ
る
が
、

　
　
こ
こ
で
は
樹
建
貴
族
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
の
点
か
ら
封
建
酌
な
る
語
を
使
用
し

　
　
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
滑
心
女
子
工
大
助
教
授
）
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The　Commons　in　the　Lancastrian　Parliament

　　　　　　　　　　　and　their　Development

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　Hisao　Ono

　　In　Comparison　with　Yorkist　and　Tudor　Commons，　the　Lancastrian・．

ones　have　been　heretofore　too　highly　estimated　in　their　constitutional

histsry．　The　estimate　depends　on　the　fact　that　the　Lancastrian　govern－

ments　were　influenced　by　a　few　powerful　nobles，　and　there　is　new’

opinion　asserting　that　the　Lancastrian　period　had　given　birth　to　the・

gentry　that　forming　the　majority　of　the　parliamentary　members　during

tlie　days　of　Tudor　absolatism，　plciyed　the　important　part　in　English

・parliamentary　development　from　inedieval　ages　to　the　nineteentk　cen一・

tury．　Of　the　political　aRd　social　relationship　between　the　nobles　and

gentry　members，　however，　any　consideration　is　not　given．

　　Aiming　to　investlgate　the　character　of　the　Coinmons　in　the　Lancast－

rians，　the　author　of　this　paper　examined　the　following　problems：

　　1）　the　polltica1　actions　between　the　great　nob｝es　and　the　Commons，

　　2）　the　changlng　character　of　tl｝e　social　compositions　in　the　per一・

　　　　liamentary　members－country　gentlemen’s　invasion　to　the　borough’s

　　　　constituencies，

　　3）　the　social　compositions　in　the　parliamentary　members－the　com－

　　　　positions　becoming　more　homogeneous．

　Planning　of　Preservation　and　Rehabilitation

A　project　to　preserve　the　historical　and　cultural　heritage

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　K6ji　Nishikawa

　　In　accordance　with　the　renovatioil　of　scietific　technique　and　economic

development，　the　human　environment　of　｝iving　is　destined　for　its　con－

stittitional　reconstruction　witli　the　very　scale　and　seriousness　that　have

never　1）een　experiencecl．　This　caused　the　confrontation　between　．　pre－

servation　and　exploitatlon　for　the　histofical　and　cultural　heritage　which

are　sometimes　considered　as　a　contradictory　idea，　though　both　ideas

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（982）


